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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

  

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 

決算年月 平成15年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成18年６月 平成19年６月 

売上高 (千円) 241,003 699,162 974,033 951,386 774,167 

経常利益又は 
経常損失(△) 

(千円) △81,220 39,552 151,310 139,117 118,346 

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(千円) △93,629 △31,614 131,749 84,351 59,048 

持分法を適用した 
場合の投資利益 

(千円) ― ― ― ― ― 

資本金 (千円) 173,000 173,000 173,000 173,000 286,750 

発行済株式総数 (株) 4,050 14,050 21,120 21,120 23,120 

純資産額 (千円) 141,094 239,996 388,442 486,845 737,108 

総資産額 (千円) 355,707 684,381 835,167 951,574 1,133,603 

１株当たり純資産額 (円) 34,838.05 17,081.57 18,392.14 22,386.08 31,763.57 

１株当たり配当額 
(内、１株当たり 
中間配当額) 

(円) 
― 

(―)

―

(―)

―

(―)

― 

(―)

500

(―)

１株当たり当期純利益 
金額又は１株当たり 
当期純損失金額（△） 

(円) △45,852.08 △2,250.15 7,256.50 3,993.93 2,582.95 

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益金額 

(円) ― ― ― ― 2,582.84 

自己資本比率 (％) 39.7 35.1 46.5 49.7 63.8 

自己資本利益率 (％) ― ― 41.9 19.6 9.9 

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 19.0 

配当性向 (％) ― ― ― ― 19.3 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― △2,181 109,799 70,781 109,723 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― △286,158 85,037 △4,914 △123,498 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― 263,178 △8,496 △73,887 228,458 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) ― 28,921 215,262 207,241 421,924 

従業員数 (名) 
20 

〔―〕

19

〔―〕

27

〔2〕

18 

〔2〕

21

〔2〕



(注) １ 売上高には、消費税等(消費税及び地方消費税。以下、同じ。) は含まれておりません。 

２ 第2期及び第3期の自己資本利益率は、当期純損失が計上されているため記載しておりません。 

３ 第3期、第4期、第5期及び、第6期の財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、優成監査法人の監査

を受けておりますが、第2期の財務諸表については、当該監査を受けておりません。 

４ 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第3期までは、潜在株式が存在しないため、及び１株当たり当期純損失

が計上されているため、記載しておりません。また、第4期及び第5期は、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非

上場かつ非登録であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

５ 株価収益率は当社株式が第5期まで非上場かつ非登録であり、期中平均株価の把握が困難なため記載しておりません。 

６ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

７ 当社は連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移を記載しておりません。 

８  当社の第１期事業年度につきましては、会社の設立が平成14年6月25日であるため1年に満たない期間（6日間）となって

おります。 

９  当社は関連会社を保有しないため、持分法を適用した場合の投資利益については記載しておりません。 

  



２ 【沿革】 

  

年月 内容 

平成14年６月 光・ナノテクノロジー技術による産業用製造機械・検査機の応用製品の製造・販売を目的とし

て、新潟県長岡市に㈱フォトニクスの100%子会社として資本金10百万円で設立 

平成14年８月 半導体ウエハーの平坦度およびナノトポグラフィ（局所的なナノメートルオーダーの凹凸）検査

装置（製品名：ダイナサーチ）の製造を目的として、長岡市下々条工場内にダウンフロータイプ

クリーンルームを設置 

平成14年11月 東京都狛江市に東京技術センターを開設 

     同月 シリコンウエハーの製造シリアル番号等を読み出すID認識装置MIEZOH-MKⅢの製造・販売を開始 

平成15年１月 株主割当により100百万円増資、資本金が110百万円となる 

平成15年３月 ダイナサーチの販売を開始 

平成15年４月 東京都杉並区へ本店移転 

    同月 第三者割当により48百万円増資、資本金が158百万円となる 

平成15年５月 第三者割当により15百万円増資、資本金が173百万円となる 

平成15年７月 ㈱フォトニクスの会社分割により同社に対し株式10,000株を発行。同社実施の事業移管のための

会社分割に応じ、分割事業の光計測事業、精密計測事業（長野工場（長野県長野市）含む。ISO-

9001:2000平成13年12月取得済）を当社が承継し、承継資産に見合う価額の株式を発行、同社に

引き渡し 

平成16年５月 レンズ性能検査装置（OTF検査装置）M－Proの製造・販売を開始 

平成16年６月 ダイナサーチの事業部門を売却 

平成16年７月 光通信用受動部品の検査装置であるコンポーネントスペクトラムアナライザの国内総販売代理店

契約を、米国dBm Optics社と締結（同契約は、平成17年6月解消） 

     同月 東京都大田区へ本店移転 

平成16年12月 ㈱WAVE（親会社の子会社）の情報機器事業を、会社分割により当社が承継し、㈱WAVEの株主に対

し、承継資産に見合う価額の株式7,070株を発行 

    同月 大阪府大阪市中央区に大阪営業所を開設 

平成17年10月 大阪府大阪市阿倍野区に大阪営業所移転 

平成18年７月 証券会員制法人札幌証券取引所アンビシャス市場に株式を上場により113百万円増資、資本金が

286百万円となる 

平成19年２月 東京都港区へ本社移転 

平成19年５月 長野工場増棟稼動開始 



３ 【事業の内容】 

当社の事業は、事業統括本部が光計測事業部、精密計測事業部および長野工場を統括しており、事業統括本部と独立

して新規事業開発部を設けております。当社の事業系統図は下図のようになります。長野工場は、精密計測事業部、光

計測事業部および新規事業開発部の製品の製造を行っております。各部の販売形態は製品の形状、特性および販売契約

により、直販、代理店販売の形態をとっております。大阪営業所は、精密計測事業部に属しておりますが、新規事業開

発部の製品の販売も行っております。 

光計測事業は、OTF(Optical Transfer Function)測定技術をコア技術として展開している事業で、当社のOTF測定装

置は、実質的な国際規格である英国規格に合致しており、殆どの大手光学機器メーカで標準機として使用されておりま

す。さらに、近年CCDやCMOSといった撮像素子の高解像度化に伴って、高解像度レンズの需要が急増しており、OTF測定

装置と同様の基準で高解像度レンズの検査を行うOTF検査装置の開発・製造・販売も行っております。 

 精密計測事業は、ナノメートルオーダーの分解能で物体の動き（変位）や振動を測定できる静電容量型変位計、サブ

ナノメートルオーダーの分解能を持つ光ファイバー変位計などの非接触変位計、シリコンウエハーに刻印されたシリア

ル番号等を高い識字率で読み取るID認識装置等の開発・製造・販売を行っております。 

  

 

  

新規事業開発部は、既存事業の枠にとらわれずに当社の持つ光計測技術やナノメートル計測技術等の高度な先端技

術であるコア技術を基にした先行的技術開発や他分野への応用展開等、新たな市場での新しい付加価値の創造を行っ

てまいります。また、携帯電話網や有線電話網等の公衆電話回線網を利用したデータ通信技術をコア技術として展開

しており、携帯電話網を使った救急用や救急病院に配備される心電図伝送装置、画像伝送装置等の開発・製造・販売

も引き続き行ってまいります。 

  

以下、当社が行っております事業を、事業部門別にご説明いたします。 

  



(1) 当社の事業内容について 

i.  光計測事業 

光計測事業は、光学レンズの性能評価の重要なパラメーターである光学的伝達関数(Optical Transfer 

Function OTFと略称、以下OTFと記載)を測定する技術をコアコンピタンスとする事業です。OTFは、レンズの光学

性能を定量的に測定する指標で、レンズの光学設計等では標準的に用いられております。しかし、実際のレンズ

のOTFを測定する場合には、世界的な基準で測定を行わなければ、測定されたOTFの比較をすることができませ

ん。 

当社では、実質的な世界の基準である英国規格に沿って精密にOTFの測定を行うOTF測定装置の開発・製造・販

売を行っており、光学メーカーを中心に標準的に使用されています。 

また、以上のOTF測定装置の納入実績を基に、OTFを基準に量産レンズの検査を行うOTF検査装置の開発・製造・

販売も行っております。OTF検査装置は、レンズのOTFを瞬時に測定し、測定されたOTFを使用することによって良

否判定を行うため、検査においても国際標準に沿った検査を行うことができ、作業員による感応検査と比較して

極めて高速に検査を行うことができます。 

  

ii. 精密計測事業 

精密計測事業は、非接触で物体の位置や振動をナノメートルオーダーの分解能で測定する非接触変位計、およ

び半導体ウエハー等のシリアルナンバーを読み取るID認識装置の開発・製造・販売を行う事業で、ナノメートル

オーダーの精密計測技術、測定プローブ加工のための精密加工技術、測定アンプを実現するためのアナログ・デ

ジタル電子回路設計技術がコアコンピタンスとなっております。ナノメートルオーダーの測定分解能の製品を生

産するためには、ナノメートル以下の測定精度で製品を調整・検査する必要があります。サブナノメートル精度

の測定機の生産・検査を行うために、長野工場には、地盤の振動を防ぐための独自の基礎を施した工場建屋に、

サブナノメートルの精度を持つ独自開発の調整・校正システムを設備しております。また、品質マネジメントの

国際規格であるISO9001:2000を認証取得しており、高い品質管理とトレーサビリティを確保しております。 

  

iii. 新規事業開発部 

平成19年７月より、中長期的な視点での新規事業の開発を効率的に行うために、従来事業とは独立した新規事

業開発部を新設すると共に、事業の効率的な運営を図るための人事異動を行っております。また、従来の情報機

器事業は、新規事業開発部が継承してまいります。新規事業開発部では、外部のコンサルタント等を積極的に活

用して第三者の観点から当社の経営資源を分析し、既存事業の枠にとらわれずに当社の持つ光計測技術やナノメ

ートル計測技術等の高度な先端技術であるコア技術を基にした先行的技術開発や他分野への応用展開等、新たな

市場での新しい付加価値の創造を行ってまいります。また、画像伝送分野においては、さらなる高画質化の要求

が顕在化してきております。公衆回線網の高速化による数百kbps程度の帯域に適した画像コーデックの研究を進

めるとともに、マイクロ波帯を用いた高速伝送路を利用した近距離伝送用の画像伝送装置の研究・開発も併せて

進めてまいります。 

  

 (2) 当社の主要製品について 

ⅰ．光計測事業 

①  OTF測定装置 

本製品は被検レンズのOTF特性を、焦点位置や像面の位置等を変化させながら精密に測定する装置です。本製品

は英国標準にトレーサブルであり、国内では100台近くの累計出荷実績を有しております。ユーザーである光学機

器メーカーにおいては、当社製品は標準装置として使用されており、レンズの開発・設計の検証や高級レンズの

品質管理などに用いられております。 

  

② OTF検査装置 



本製品は、携帯電話機に組み込まれているレンズの性能を、定量的な基準であるOTFを用いて検査する装置で、

量産ラインの検査で用いられています。検査の精度はもちろんのこと、検査の高速性が求められます。当社のOTF

測定装置が示す数値は世界標準の数値と同一精度と世界的に認められておりますので、本製品を用いることによ

り世界標準が定める基準と同一の基準でデータを取得することができます。当社のOTF測定装置は精度のバラツキ

が極めて小さく、また安定した精度を持っていることが特徴です。従来、量産レンズの検査は目視検査によるも

のが主流でしたが、OTFを用いて検査を行うことにより、レンズの定量的な性能が、全てのレンズについてモニタ

ーすることができ、これと製造プロセスとを相関付けることによって、レンズの歩留まりを向上させることがで

きます。 

携帯電話の高画素カメラが急速に普及しており、その市場拡大率は年率150％を超過する中で、使用されるCCD

の画素数は100万画素以上のものが主流になってきております。携帯電話レンズの生数量は、一眼レフカメラレン

ズ等の比ではなく、コストダウンのために、検査速度の更なる高速化が求められています。 

  

ii．精密計測事業 

① 静電容量型変位計 

静電容量の原理を用いた非接触変位計で、導体を測定対象物として高精度かつ高安定な測定に用いられ、特

に、半導体・液晶・ハードディスクの製造・検査装置に組み込まれて使用されています。本製品は、測定対象物

が導体であれば感度が影響を受けず、回路方式がシンプルなために高信頼性と高精度を両立しております。 

本製品は10nm以下の分解能を有し、主要な用途は半導体露光装置、ピエゾステージ、ハードディスクドライブ

の回転精度測定および研究開発など、高精度・高信頼性が要求される分野の位置決めです。当社製品の特徴は原

理的に直線性に優れ、高分解能・高安定であり、回路がシンプルかつ当社長野工場にて一貫生産を行っているた

め、価格競争力に優れているという特徴があります。 

  

② 光ファイバー型変位計 

光ファイバーを用いた非接触変位計で、導体に限らず高分解能に物体の位置や振動を測定することができる装

置です。本製品は、ナノメートル以下の分解能と高速応答性、および他方式で測定が困難なガラスのような透明

体の測定ができることが大きな特徴です。本製品は、当社長野工場にて一貫生産を行っており、研究開発用途が

中心です。 

  



③ ID認識装置 

半導体プロセスでは、ウエハーを識別するためにシリアルナンバーをレーザーマーカー等によって刻印してあ

ります。半導体プロセスでは、プロセスの進行とともに、エッチングや研磨を何度も繰り返すために、最初に刻

印されたシリアルナンバーは徐々にかすれていき、判読が困難になります。本製品は、独自の光学設計によっ

て、通常では判読が困難になったウエハーでも、表面のわずかな凹凸を強調して結像させることにより、容易に

シリアルナンバーの読み取りができるようになるものです。本製品は、長野工場で一貫生産されており、主に半

導体検査装置に組み込まれて使用されています。 

  

iii．新規事業開発部 

①動画伝送装置（PW-2100） 

本装置は、W-CDMAやPDC, PHS、衛星電話等の公衆無線回線を用いて、動画・音声・シリアルデータ・接点情報

などのデータを多重化し、相互に通信できるデータ伝送装置です。技術的な特徴は、現在データ通信方式の主流

であるパケット交換方式ではなく、回線交換方式を採用している点にあります。回線交換方式では、回線を占有

するため、通信速度については保証されており、本製品のような使用方法に向いた通信方式です。また、あえて

画像圧縮方式をJPEGという静止画の規格で行っており、1枚1枚のフレームが、MPEGなどの動画の圧縮規格で伝送

したものと比較して綺麗であるということも特徴です。 

  

②小型映像伝送機（PW-3000） 

前述したPW-2100が回線交換方式により、回線を占有して伝送を行うことを特徴としているのに対して、昨年よ

り平均速度が数Mbps のパケット通信が整備されるようになってきました。高速パケット通信による画像伝送は、

テレビ電話のように双方向に通信を行おうとすると、バッファリングによる遅延が気になりますが、一方的な画

像の伝送であれば、伝送速度が高速なために十分な実用性を持っています。PW-3000は、高速パケット通信にも対

応した画像伝送装置の新製品です。 

  

③ 回線束ね装置（束ねっとTM） 

本製品は、公衆回線を用いたデータ通信時における通信速度の向上を測る装置で、携帯電話等の公衆回線を複

数束ね、2倍から16倍の回線速度を実現する装置です。 

本製品と画像エンコーダ・デコーダを組み合わせることにより、256kbps～512kbps程度の回線速度では、簡易

的なテレビ中継程度が行え、1Mbpsでは、テレビ中継では十分なスペックで動画の伝送が可能となり、ハイビジョ

ンの簡易的な中継も可能となります。放送業界においては、テレビ中継を行うためには、カメラなどの機材以外

に中継車を必ず随伴して、専用回線を確保して、中継を行う必要がありましたが、これによりカメラと本製品の

みでテレビ中継が可能となります。 

本装置は、日本放送協会との技術提携による成果であり、共願で1件の特許を取得いたしました。また、1件の

商標登録を行いました。 

  

④ 心電図伝送装置 

本製品は、救急車に搭載された心電図測定装置と接続され、医師が待機している病院に心電図をリアルタイム

で伝送し、救急救命士が患者を搬送中に医師からの指示を受けながら除細動（電気ショック）をはじめとする処

置を行うための装置です。本製品は、既にネットワークが整備されている第２世代携帯電話網を用いて伝送を行

っております。 

携帯電話網の第３世代化に対応して、第３世代携帯電話網用の心電図伝送装置の開発を完了し、市場へ投入し

ております。本装置は、大手医療機器メーカーにOEM供給を行っております。 



用語解説 

1).半導体ウエハー 

ICやLSIといった集積回路は、単結晶の半導体（シリコンやガリウム・砒素など）の薄板上に、写真製版技術を用

いて形成します。この半導体の薄板を半導体ウエハーと呼びます。通常円板状で、その直径で4インチウエハー、6

インチウエハー、8インチウエハー、12インチウエハーと呼びます。ウエハー1枚から切り出すことができる素子の

数を増加させると、ウエハー1枚あたりを加工する手間は、サイズに関わらずそれ程大きくは違わないため、コスト

低減のために、使用されるウエハーの直径は大きくなっていく傾向があります。 

  

2).平坦度 

半導体ウエハー上に写真製版技術で微細な集積回路のパターンを焼き付ける場合、ウエハー上でのピントが合う

範囲は数100nm以下になります。このため、ウエハーの表面が平坦でないと、部分的にピントがずれてしまい、正常

な回路パターンを焼き付けることができなくなります。このため、半導体ウエハーは全てその平坦度を測定して、

所定の範囲に入っていることを確認する必要があります。 

  

3).ナノトポグラフィー 

平坦度とは、凹凸の高さがナノメートルからミクロンオーダーで、凹凸の間隔が数mm以上の比較的周期が大きな

表面のうねりのことをいいます。一方、ナノトポグラフィーとは凹凸の高さがナノメートルオーダーで、凹凸の間

隔が数mm以下の比較的周期が小さな凸凹のことを指します。集積回路の微細化にともなって、歩留まりに大きな影

響を与えることが判明し、検査の必要性がでてきております。 

  

4).ダウンフロータイプクリーンルーム 

天井に塵埃をろ過するフィルターを設置し、床面を網状のパネルにして、塵埃を床下に落とすことによって、室

内のクリーン度を高めるようにしたクリーンルームのことです。風が上から下に流れる（ダウンフロー）ため、こ

のように呼ばれております。高いクリーン度が要求される場合に用いられます。 

  

5). OTF 

光学系（レンズ等）の画像性能の評価方法の一つです。周期T(mm)の正弦波状の濃淡（コントラスト）を持つ物体

を、光学系を通して結像させたときの像のコントラストと位相の変化を、数値化して表します。通常、横軸に空間

周波数1/T(本/mm)を目盛り、空間周波数に対するコントラストの変化のみをプロットしたものがMTF(Modulation 

Transfer Function)、位相の変化のみを取り出したものがPTF(Phase Transfer Function)です。OTF(Optical 

Transfer Function)とは、このMTFおよびPTFを併せた総称です。 

  

6). ISO-9001 

組織が提供する製品やサービスの品質を保証するためのマネジメントシステムで、ISO委員会によって要求事項が

明文化され国際規格化されています。ISO-9001は、製造だけでなく営業、設計をも含んだ総合的な品質マネジメン

トの国際規格です。ISO-9001の取得のためには、認証機関の審査に合格するだけでなく、毎年行われる継続審査に

合格しなければなりません。 

7). ID認識装置 

半導体ウエハーには、ウエハーの製造履歴などを管理するために、シリアルナンバーがレーザーマーカーによっ

て刻印されています。これをウエハーのID(Identification)といいます。半導体ウエハーは、製造工程で何回もエ

ッチングや研磨を繰り返すために、IDがかすれて見えにくくなっていきます。IDの読み取りは画像処理によって行

いますが、識字率が低下すると、人為的に読み直す必要があるために、生産効率が低下します。このため、IDの読

み取りを正確に認識するための装置が必要になります。この装置のことをID認識装置と言います。 

  

8).光通信用受動部品 

インターネットに使われる光通信では、光ファイバー同士や、半導体レーザーと光ファイバー、その他のパーツ



と光ファイバーなど、数多くの光学部品が使用されます。半導体レーザーやフォトディテクターなど、電気的な

処理に関連する部品を能動部品、電気的な処理に関連しない光学部品を受動部品といいます。受動部品の性能は、

許容できる通信速度、伝送距離に大きく影響するため、全数検査して出荷されます。 

  

9). コンポーネントスペクトラムアナライザ 

受動部品（コンポーネント）の、波長に対する伝達特性を測定する計測装置です。波長多重通信(WDM)において、

特に重要な測定装置です。 

  

10). CCD、CMOS、撮像素子 

CCDもCMOSも撮像素子の一種であり、光を電気信号に変換する素子が、多数碁盤目状に並べたもので、写真フィル

ムの代わりに、デジタルカメラやムービーなどに使われています。近年は、画素数が10万程度のものから、1200万

画素を超えるものがあります。画素数が多いCCDやCMOSは、その性能を発揮させるために高解像度のレンズが必要に

なります。CCDとCMOSの違いは、CCDが電荷蓄積素子と呼ばれる素子を画素に使用しており、CMOSは相補型金属酸化

膜半導体を用いています。CMOSはCCDと比較すると消費電力が小さくまた読み出し速度が遅い特徴がある一方、低照

度でのノイズが比較的大きくなりやすい傾向があります。 

  

11). ナノメートル(nm) 

10億分の１メートルのことです。ナノとは単位の前につける接頭語で、10億分の1の意味です。同様に、マイクロ

は100万分の1、ミリは1000分の1の意味です。ナノメートルは、nmと表記します。1ナノメートルはおよそ原子数個

分の長さです。1nmをピンポン玉程度の大きさに例えた場合、1ミリメーターは30km程度になります。 

  

12). サブナノメートル 

10分の１ナノメートルのことです。 

  

13). 静電容量型変位計 

2つの物体間の静電容量が、距離によって変化することを利用して、物体間の距離を測定する装置です。静電容量

型変位計は非接触で、測定範囲内の変位を高精度に測定することができます。静電容量型変位計は非接触方式であ

るために、被測定物に対して一切の損傷や負荷を与える事なく、各種形状測定や動特性評価、姿勢制御、位置決め

などが容易に行えます。 

  



14). 光ファイバー型変位計 

光ファイバーを使用した非接触変位計で、ナノメートルレベルの高分解能と1MHz以上の高速応答性が特徴です。

静電容量変位計が測定対象物として導体でなければならないのに対し、電気を通さない絶縁体でも測定が可能で

す。 

  

15). 非接触変位計 

測定対象物に接触しないで物体の動き（変位：位置の変化）を測定する測定装置のことです。測定対象物に接触

させて測定する変位計は、接触式変位計といいます。接触式では、機械的な接触の再現性が1マイクロメートル程度

であり、接触によって測定対象物に傷がつくことがあります。 

  

16). 公衆電話回線網 

不特定多数の相手と接続する電話回線のことを表しています。公衆回線には、一般の加入電話回線網(PSTN)、

ISDN回線網、携帯電話網、衛星電話網などがあります。回線交換方式あるいはパケット通信方式で相手に接続して

音声通話を行ったり、データ通信を行ったりします。 

  

17). 心電図伝送装置 

高規格救急車と呼ばれる救急車には、高度救急医療設備の一つとして心電図伝送装置が装備されています。これ

は、音声による会話で伝えることができない救急患者の心電図を救急車側から搬送先の救急病院に伝送する設備で

す。データの伝送には、携帯電話網を使用しています。 

  

18). 画像伝送装置 

当社の画像伝送装置は、公衆回線網を介して画像を相手方に伝送する業務用の画像伝送装置です。本装置は画質

とフレームレート（1秒間に更新する画面の数）を調節できることが特徴で、通常は低画質・高フレームレートに設

定しておき、詳細部分の伝送が必要な場合には、高画質・低フレームレートの設定で、伝送したりすることがで

き、限られた伝送速度を有効に使用して、有効な画像を伝送することができます。このため業務用画像伝送装置と

して高い評価を得ております。 

  

19). 測定プローブ 

当社非接触変位計において、物体の位置を測定するために物体に近接させてセットする測定子のことを測定プロ

ーブと呼んでいます。プローブの先端から物体までの距離を測定します。 

  

20). トレーサビリティ 

長さ、質量、時間、電圧などの物理量は、世界中どこでも同じ尺度で測定される必要があります。国際的な標準

単位は、国際度量衡委員会で管理しており、日本では経済産業省産業技術総合研究所で常に国際度量衡委員会の標

準と比較測定を行っています。国際度量衡委員会で管理している原器に対して、校正が行われたものを一次原器、

一次原器に対して校正を行ったものを二次原器・・、というように、校正の履歴がたどれることをトレーサビリテ

ィと呼びます。このようなトレーサビリティを確保することにより、世界中の物理量が同じ尺度で測定できるよう

になります。 

  



21). コーデック 

画像や音声データをデジタル処理によってサイズを圧縮する装置をエンコーダ、圧縮されたデータを元に戻す装

置をデコーダと呼び、エンコーダとデコーダの総称をコーデックと呼んでいます。また、データの圧縮伸長を行う

方式のことをコーデックと呼ぶこともあります。コーデックによって、元のデータをそのデータの実質的な性質を

保ったまま、データ量を減らした別のデータに変換します。静止画や動画といった、画像データはサイズが大きい

ため、通信回線で送受信するためには、広い帯域が必要になります。それを避けるためにファイルを圧縮し、サイ

ズを抑えることが必要となります。その際に必要なのがデータ圧縮・伸張用の画像コーデックです。画像コーデッ

クの種類としては、GIF(256色までの可逆圧縮)、JPEG(非可逆圧縮)、JPEG 2000(指定により非可逆圧縮、可逆圧縮

の選択が可能)、PNG (最大48bit(各色16bit)フルカラー（約280兆色）までの可逆圧縮が可能)があり、動画コーデ

ックとして、MPEG-2 (DVD、地上デジタル放送で採用されているコーデック)、MPEG-4(携帯コンテツ等で使用される

コーデック)、Motion JPEG、H.261(ISDNTV会議システム用コーデック)、H.264 (MPEG-4 AVC)( H.263よりも高い圧

縮のコーデック)があります。 

  

22). 半導体露光装置 

半導体ウエハー上に回路パターンを焼き付けるための装置です。集積回路の量産用には、ステッパーと呼ばれる

装置が使われます。半導体ウエハー上に回路パターンを焼き付ける場合、半導体ウエハーは露光やエッチング等を

何度も繰り返し行った場合でも、数nm程度の誤差で同じ位置に位置決めする必要があり、非接触変位計が多数用い

られています。 

  

23). ピエゾ素子 

ピエゾ素子に電圧をかけると、電圧に応じてその長さが最大で0.1%程度伸びます。この現象を利用して、ナノメ

ートルレベルで物体を動かすことができます。ピエゾ素子にかける電圧と伸びの関係は、線形ではなく、また再現

性もないため、非接触変位計で伸びをモニターしながら位置決めを行います。 

  

24). W-CDMA 

NTTドコモやEricsson社などが開発した第３世代携帯電話(3G)の通信方式です。規格上は、高速移動時144kbps、

歩行時384kbps、静止時2Mbpsのデータ伝送能力があります。CDMA(Code Division Multiple Access)方式を採用し、

1つの周波数を複数の利用者で共有できるため、周波数で利用回線を分ける周波数分割多重アクセス法(FDMA: 

Frequency Division Multiple Access) や時分割で利用者回線を分ける(Time Division Multiple Access) などと

比較して、周波数の使用効率が優れています。国内ではNTTドコモやソフトバンクモバイルの第3世代携帯電話はこ

の方式を採用しています。 

  

25). PDC 

第２世代携帯電話（２G）の通信方式で、TDMA(Time Division Multiple Access)を採用しています。データ伝送

速度は9600bpsで、NTTドコモやソフトバンクモバイルの第２世代携帯電話に採用されています。 

  



26). PHS 

Portable Handy Phoneの略で、基地局からの通話範囲が狭く、通信可能範囲が限られますが、基地局の設置コス

トや端末が携帯電話と比較して安価であり、通話料金も安価であることから、携帯電話が普及する以前に、簡易携

帯電話として普及しました。しかし、携帯電話の通話料金や、携帯端末が安価に市場に出回ったことなどから、現

在はデータ通信を主力として、使用されています。 

  

27). 衛星電話 

国内で使用可能な衛星電話には、NTTドコモグループが運営するWideStarと呼ばれる衛星電話と、KDDIグループが

運営するインマルサットとがあります。人工衛星を介してデータを伝送するために、通常の携帯電話では通信でき

ないエリアでも、通信が可能であり、防災上必須の通信手段となっています。 

  

28). シリアルデータ 

一組のケーブルを用いて、デジタルデータを、1ビットずつ時間に対して一連の信号として伝送する方式です。こ

れのデータをシリアルデータといいます。これに対して複数のケーブルを用いて、複数のデジタルデータを送信す

る方法をパラレル方式と呼びます。 

  

29). 接点情報 

複数の端子間がショートされているか、接続されていないかで情報を伝える方法です。通常の電灯線のスイッチ

などは、接点情報です。 

  

30). 多重化 

音声や画像、シリアルデータなど複数種類のデータを、予め定められた規則で同一のデータとして伝送すること

をいいます。 

  

31). パケット交換方式 

伝送するデータを128バイトや2048バイトといった小単位に分け、これに宛先と送り手のアドレス、データの順序

などの情報を盛り込んだものをパケットといいます。送り手はこのパケットを回線網に投入し、受け手は回線を流

れるパケットの中から自分宛のパケットを選別し、データ順に再構成してデータを復元します。特定の送り手と受

け手が回線網を占有することなく通信ができるため、回線の使用効率が高くなります。つまり、同じ通信容量の回

線を使用する場合は、多数の送り手と受け手の間で通信が可能となります。一方、特定の送り手と受け手にとって

は、回線を占有することができないために、回線速度の保証はできません。このため、音声や動画などを伝送する

ためには、充分にデータを貯め込んだ後に、データを吐き出す（バッファリング）ようにしなければ、連続的なデ

ータを得ることが難しくなります。 

  



32). 回線交換方式 

特定の相手方に対して電話をかけ、回線を占有することにより通信を行う方式です。パケット交換方式とは対照

的に、送り手と受け手間で回線を占有するため、音声や動画など、連続的なデータを必要とする場合に有効なデー

タ伝送方法です。特定の送り手と受け手の間で回線を占有するために、回線の利用効率は低くなります。 

  

33). 画像圧縮 

画像は、膨大なデータ量を持つため、そのままのデータ（ロウデータともいいます）を伝送すると、極めて大き

な設備が必要となります。画像圧縮とは、画像上のある画素の隣の画素同士は、色も輝度も近い値となるという原

理を利用したり、人間の視覚には判別できない細かな模様を間引いたりして、データの大きさを元のデータより小

さくすることを言います。動画の場合には、連続する前後の画面は、似た画面になるという原理も利用して、更に

データを小さくすることができます。前者の静止画の画像圧縮の規格には、JPEGやJPEG2000などがあり、後者の動

画の規格には、MPEG2やMPEG4などがあります。 

  

34). 画像エンコーダ・デコーダ 

「画像コーデック」をご参照ください。 

  

35). 第２世代携帯電話 

2G(ツージー)とも呼ばれており、第2世代の技術を用いた携帯電話の方式です。デジタル技術を利用した最初の世

代で、日本のPDC方式や欧州のGSM方式などがこれに含まれます。PHSも2Gに含まれます。第1世代のFDMA方式に代え

てTDMA方式を採用しています。最高で64kbps程度までの通信が可能です。cdmaOneは基本的には2Gの技術やインフラ

を利用するが、第3世代(3G)の各方式と同じCDMA方式を採用していることや、2G方式より通信速度が速いこと、3Gへ

の移行が容易なことから、「2.5G」と呼ばれています。 

  

36). 第３世代携帯電話 

3G（スリージー）とも呼ばれており、第3世代の技術を用いた携帯電話の方式です。国内ではＮＴＴドコモやソフ

トバンクモバイルが採用しているIMT-2000と呼ばれるW-CDMA方式と、auが採用しているCDMA-2000の方式がありま

す。第2世代携帯電話と比較して、回線速度が速く、回線の利用効率が高くなっています。 

  

37). RoHS(ロス)指令 

EU(欧州連合)加盟国で2006年7月に施行した家電製品での有害物質使用禁止に関する規制を“RoHS(ロス)指令”と

いいます。鉛、水銀、六価クロム、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニール)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテ

ル)、という6種類の環境に有害な物質を含有する製品の出荷を禁止しております。 



４ 【関係会社の状況】 

  

(注) ㈱フォトニクスは、有価証券報告書を提出しております。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成19年６月30日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合はありませんが、労使関係は良好な状況にあります。 

  

名称 住所 
資本金又は 
出資金 
(千円) 

主要な事業
の内容 

議決権の被所有
割合 
(％) 

関係内容 

(その他の関係会社)     
ＮＩＳＰ２投資事業有
限責任組合 

東京都新宿区 455,000 
投資事業有
限責任組合 

30.74 当社の筆頭株主であります。

㈱フォトニクス 
(注) 

東京都新宿区 1,221,352 投資業 24.73 
当社の主要株主であります。
当社のリース契約について債
務保証を受けております。 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

21 
〔２〕

41.02 4.85 4,936 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当事業年度におけるわが国経済は、世界同時株安や原油価格の高騰等の懸念材料はあったものの、総じて順調に推移いたしまし

た。欧州圏経済はユーロ通貨が上昇したことにより輸出入への影響が懸念されるものの、主要国において個人消費が拡大し引き続

き活況を呈しております。また、米国経済においては、住宅投資及び設備投資は減速傾向にあるものの、雇用環境の改善等から個

人消費が伸び、それに下支えされ全体としては景気の拡大が続きました。アジア経済は、来年の北京オリンピックを背景に中国経

済が力強い成長が見られる等、世界的に景気が回復基調で推移いたしました。国内においては雇用情勢の改善が進むと共に、企業

の積極的な設備投資が引き続き増加傾向を維持しております。一方、社会保険庁の年金記録問題による将来不安もあるものの個人

消費が回復傾向となり、全体的に拡大しつつあるとみられております。 

このような中、当社が属する光・ナノテクノロジーを中心とした精密計測機器は、デジタル家電業界が液晶テレビの低価格化と

地上波デジタル放送への移行に伴う買い替え需要に喚起され、またハードディスクレコーダーの急速な普及にともなって市場が拡

大した時期となりました。精密計測事業では液晶・半導体・ハードディスク製造・検査装置向け静電容量変位計の販売が順調に推

移しました。しかしながら、光計測事業においては、大きな売上の伸びを見込んでおりました韓国市場において、韓国国産メーカ

ーの参入等により携帯電話カメラレンズ用OTF検査装置の価格競争が激化し、また、レンズメーカーの設備投資意欲が後退したこと

により受注が伸び悩む結果となりました。弊社においては、高付加価値なハイビジョンムービーやデジタルスチルカメラ用のOTF検

査装置を開発いたしましたが、本年度の納入には至りませんでした。情報機器事業では、第３世代携帯電話の急激な加入者増によ

り都心部以外でのインフラの整備が追いつかず、回線束ね装置の販売が伸び悩み、心電図伝送装置につきましては、従来機種から

第３世代携帯電話ネットワーク対応の新機種への移行やＡＥＤ（自動体外除細動器）の普及にともない在庫調整が行われる等、市

場の大幅な状況変化により販売が減少いたしました。また、本年度末に納入を予定しておりました新規大型案件につきましては、

鋭意努力したものの納入スケジュールが変更となり今期業績への寄与には至りませんでした。この結果、売上高774百万円（前期比

18.63%減）、営業利益125百万円（前期比18.64%減）、経常利益118百万円（前期比14.93%減）、当期純利益59百万円（前期比

30.00%減）となりました。 

各事業部門別の業績の概要は以下のとおりです。  

  

ⅰ．光計測事業 

当事業年度は、デジタル一眼レフレンズをはじめとして、高解像度レンズの需要と高付加価値化の要求に伴って、OTF測定装置を

順調に出荷いたしました。一方、OTF検査装置につきましては、韓国市場での販売を開始し、韓国レンズメーカーからの引き合いは

多数ありましたが、同時に韓国検査装置メーカーの参入により、価格競争が発生し苦戦を強いられる結果となりました。国内にお

いては、レンズ価格の競争が激化したことによりレンズメーカーの設備投資意欲が後退したこと等が要因となって受注が伸び悩む

結果となりました。また、高付加価値なハイビジョンムービーやデジタルスチルカメラ用のOTF検査装置を開発いたしましたが、本

年度の納入には至りませんでした。この結果、当事業部門では売上高141百万円(前年同期比48.4%減)となりました。 

  

ⅱ．情報機器事業 

当事業年度は、大手医療機器メーカーに納入しております心電図伝送装置につきましては、従来機種から第３世代携帯電話ネッ

トワーク対応の新機種への移行やＡＥＤ（自動体外除細動器）の普及にともない在庫調整が行われ、回線束ね装置及び画像伝送装

置につきましては、第３世代携帯電話の急激な加入者増により都心部以外でのインフラの整備が追いつかない等、市場の大幅な変

化により、販売が伸び悩む結果となりました。この結果、当事業部門では売上高80百万円(前年同期比59.9%減)となりました。 

  

ⅲ．精密計測事業 



当事業年度は、前期から引き続き、新三種の神器と呼ばれている液晶テレビ、デジタルカメラ、ハードディスク・DVDレコーダー

の好調な業績を受けて、これらに関連した位置決め用途向けおよびハードディスク検査装置向けの静電容量型変位計の出荷が順調

に推移いたしました。また、独自光学系により極めて高い識字率を誇るID番号読取装置は、半導体製造装置の好調な業績を反映し

て、安定的な売上・収益を確保致しました。この結果、当事業部門では売上高552百万円(前年同期比15.8%増)となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による収入109百万円があったのに加え、投資活

動による支出123百万円、財務活動による収入228百万円となり、前事業年度に比べて214百万円増加した結果、当事業年度末には、

421百万円となりました。 

  

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は109百万円となりました。これは、売上債権の減少155百万円があったものの、税引前当期純利益

102百万円、仕入債務の減少41百万円及び未払金の減少20百万円、並びに、たな卸資産の増加25百万円、減価償却費19百万円等によ

るものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は123百万円となりました。これは、長野工場新工場棟建設に伴う有形固定資産の取得による支出69

百万円、ＥＲＰ（基幹システムソフトウェア）パッケージの導入に伴う無形固定資産の取得による支出20百万円、本社移転に伴う

敷金・保証金の純増加額29百万円等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による収入は、228百万円となりました。これは主に新株式の発行による収入が227百万円のほか、長期借入金による収

入150百万円、また、長期借入金の返済による支出71百万円、短期借入金の減少額40百万円、自己株式取得による支出36百万円等に

よるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当事業年度における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は、製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当事業年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業部門 

当事業年度
自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日 

生産高(千円) 前年同期比(％) 

光計測事業 58,339 △58.0 

情報機器事業 41,955 △62.2 

精密計測事業 173,815 13.1 

合計 274,110 △32.1 

事業部門 

当事業年度
自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日 

受注高 
(千円) 

前年同期比
(％) 

受注残高
(千円) 

前年同期比 
(％) 

光計測事業 103,133 △65.8 19,003 △67.0 

情報機器事業 90,462 △49.1 12,890 388.2 

精密計測事業 524,872 △1.9 58,320 △31.9 

合計 718,468 △29.2 90,214 △38.2 



(3) 販売実績 

当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

  

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業部門 

当事業年度
自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日 

販売高(千円) 前年同期比(％) 

光計測事業 141,699 △48.4 

情報機器事業 80,213 △59.9 

精密計測事業 552,254 15.8 

合計 774,167 △18.6 

相手先 

前事業年度
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

当事業年度 
自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

キヤノン㈱ 44,974 4.7 129,381 16.7 

㈱東京精密 101,517 10.7 106,446 13.7 



３ 【対処すべき課題】 

当社製商品は、主にデジタル家電製品の製造工程やカメラ付携帯電話等に使われているレンズの製造工程において、製造・検査

装置に組み込まれて使用されています。デジタル家電業界は、液晶テレビの低価格化、地上波デジタル放送への移行による買い替

え需要の増加、またハードディスクレコーダーの急速な普及により市場が拡大しております。また、レンズ業界においては日本国

内のみならず、海外においてもその兆候が見られているカメラ付携帯電話およびデジタルカメラの高画素化、高機能化により市場

が拡大しております。 

上記の通り、当社のおかれている事業環境において広がるビジネスチャンスを的確に捉え、更なる事業展開を推進し、当社の事

業領域において「オンリーワン企業」の地位を築くため、今後の対処すべき課題としては以下の4点を 重要課題としております。

  

① 人材の確保と育成 

当社は独自の光・ナノテクノロジー技術、アナログ・デジタル回路技術及び組込み・アプリケーションソフトウエア技術を有す

る技術者集団であります。今後は加速化する技術革新に柔軟に対応するため、後継技術者を育成し、かつ積極的に優秀な人材の採

用を行っていく方針です。 

また、技術者の育成と共に、新規事業の推進、マーケティング活動に特化する人材を獲得し、さらなる業容の拡大に取り組んで

いく方針です。 

業容の拡大を間接的に支える管理部門につきましても、タイムリーディスクロージャーやコーポレートガバナンスの強化、内部

管理体制の強化が重要であり、中途採用による人材補強を図って参る方針です。 

  

② 製商品のラインナップ拡充 

当社が現在主力製品としている測定装置・検査装置は、顧客の製造工程の 終工程を担っているため、製造工程に関する顧客か

らの相談が多く持ち込まれます。そのため、顧客ニーズが当社に蓄積されており、今後は高機能かつ軽量化、小型化を実現した測

定装置・検査装置開発は継続するとともに、製造装置等の周辺分野にも進出し、当社の製商品のラインナップを拡充し、業容の拡

大を図って参る方針です。 

  

③ 生産技術の向上及びメンテナンス体制の充実 

当社の製商品のマーケットは今後拡大が想定されているため、量産技術をはじめとする生産技術を向上していく必要がありま

す。また生産技術を向上させることで、メーカーとしてのノウハウが蓄積され、ひいては製商品開発へのフィードバックを可能と

します。 

また当社の製商品は顧客からの製造工程において利用されるため、高い耐久性と信頼性、迅速なメンテナンスが要求されます。

顧客からの信頼性を高め、収益基盤をより強固なものとするために、販売後のメンテナンス体制の充実を図って参る方針です。 

  

④ アライアンスの積極化 

当社は光・ナノテクノロジー分野の技術とノウハウを強みとする技術開発会社です。それらの強みをよりスピーディーにマーケ

ットに提供するため、外部の経営資源を有効に活用していく方針です。具体的には、技術開発分野、マーケティング分野、製造分

野など、当社の経営資源を補完し得る他者とのアライアンスを積極的に図っていくことで、社外の経営資源をも取り込み、更なる

事業の成長を具現化かつ加速化させていく方針です。 

  



４ 【事業等のリスク】 

以下において、当社の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しております。また、必

ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資

者に対する積極的な情報開示の観点から、以下に記載しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上

で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の

記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があります。 

  

(1) 当社の事業内容について 

① 先端の技術と製品を開発するため、次世代の技術の評価検討や製品化研究に投資を行っており、これらの研究開発投資は、

今後も継続してまいりますが、新製品の開発と販売までのプロセスは、複雑かつ不確実なものであり、研究・開発している製品

が全て成功するとは限りません。 

  

② 当社の描いたロードマップの予測がはずれ、業界と市場の変化を十分に反映できず、魅力ある新製品開発が出来ない場合もあ

ります。さらに、新技術への対応が遅れ、市場の創造期及び成長期に製品を投入できず、同業他社に遅れをとることにより、市

場のニーズに合わなくなる危険性や当社が次世代の技術として想定しない技術がより早期に画期的な進歩をとげる可能性もあり

ます。 

このような場合、当社の将来の成長と収益性を低下させ、結果として、当社の業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

③ 当社の主力事業には、高度な研究開発の継続による新技術の開発、新製品の販売が常に求められております。そのため、当社

の業績の変動に関わらず、新技術・新製品開発のための研究開発投資を常に継続しております。しかしながら、当社の属する各

事業においては、技術的な進歩が速く、高度化・複雑化が進み、新技術、新製品の開発がタイムリーに行えない場合、競争力の

低下から、シェアを失う危険性があります。また、当社製品と同等もしくはそれ以上の性能の製品が低コストにて供給される可

能性や競合他社に新技術の特許を取得されることにより、生産・販売の停止や、ロイヤリティー支払により急激に利益率が低下

する危険性もあります。このような場合、投資の成果が上がらず、研究開発投資が回収できない危険性や開発した技術や設備、

主要部材の陳腐化が生じ、結果として、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 品質問題について 

当社では、自社工場(ISO9001取得)及び生産委託先による生産並びに海外からの部品調達により、製品の製造及び調達を行っ

ております。製品の設計、製造、品質管理には万全を期しておりますが、万一、製品の設計ミス、製造ミス等により製品に欠陥

が発生した場合は、顧客の信頼感を著しく損ねるとともに、アフターメンテナンス等のため、多額のコストが発生する可能性が

あります。 

このような場合、当社への信頼低下から売上が減少し、結果として、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

  

⑤ 今後の事業展開について 

    当社は事業部ごとに以下の方針を持って企業価値の増大を図っていく方針ですが、以下の事業戦略が想定どおり進まない場

合、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

  

i. 光計測事業 

OTF測定装置は、特性を様々なモードで精密に測定することが要求されますが、OTF検査装置には、測定モードは固定で、単位

時間に何個検査が出来るという量産性と信頼性・耐久性が求められます。メガピクセル以上の携帯電話レンズの生産個数は増加



している一方、低価格化も進行しており、量産に使用される検査装置に対しても、低価格化の要求が強くなってきておりま

す。一方、ハイビジョン規格対応レンズやデジタルスチルカメラなど高分解能、高ズーム比で付加価値の高いレンズも、量産が

進んできております。当社ではこれに対応し、ハイビジョン規格やデジタルスチルカメラ用レンズの量産検査に対応したOTF検

査装置を、業界に先駆けて開発を行い、納入を予定しております。 

  

ii. 精密計測事業 

液晶テレビ、デジタルカメラ、ハードディスク・DVDレコーダーにつきましては、北京オリンピックに向けた中国市場の拡

大、地上波デジタルテレビの普及といった要因により、来期も順調に推移するものと考えております。一方、当社PSセンサに代

表される非接触変位センサに対する高精度化の要求に対応するため、センサの高性能化に対する研究開発を更に推進すると同時

に、生産設備の高精度化も推進してまいります。 

  

iii. 新規事業開発部 

平成19年７月より、中長期的な視点での新規事業の開発を効率的に行うために、従来事業とは独立した新規事業開発部を新

設すると共に、事業の効率的な運営を図るための人事異動を行っております。また、情報機器事業につきましては、新規事業

開発部が継承してまいります。新規事業開発部では、外部のコンサルタント等を積極的に活用して第三者の観点から当社の経

営資源を分析し、既存事業の枠にとらわれずに当社の持つ光計測技術やナノメートル計測技術等の高度な先端技術であるコア

技術を基にした先行的技術開発や他分野への応用展開等を、新たな市場での新しい付加価値の創造を行ってまいります。ま

た、画像伝送分野においては、さらなる高画質化の要求が顕在化してきております。公衆回線網の高速化による数百kbps程度

の帯域に適した画像コーデックの研究を進めるとともに、マイクロ波帯を用いた高速伝送路を利用した近距離伝送用の画像伝

送装置の研究・開発も併せて進めてまいります。 

  

(2) 財政状態及び経営成績の変動について 

① 社歴が浅いことについて 

当社は平成14年６月25日に設立され第６期事業年度を経過したのみであり、かつ第１期事業年度は６日間のみと短期間である

ため、期間業績比較を行うための十分な財務資料が得られておりません。 

今後の事業展開につきましても、過年度の経営成績だけでは今後の当社業績の判断材料としては十分な期間とはいえないと考

えております。 

  

  

なお 近５期間の経営成績は以下の通りです。 

回次 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 

決算年月 平成15年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成18年６月 平成19年６月 

売上高 (千円) 241,003 699,162 974,033 951,386 774,167 

経常利益又は 
経常損失(△) 

(千円) △81,220 39,552 151,310 139,117 118,346 

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(千円) △93,629 △31,614 131,749 84,351 59,048 

資本金 (千円) 173,000 173,000 173,000 173,000 286,750 

純資産額 (千円) 141,094 239,996 388,442 486,845 737,108 

総資産額 (千円) 355,707 684,381 835,167 951,574 1,133,603 

1株当たり純資産額 (円) 34,838.05 17,081.57 18,392.14 22,386.08 31,763.57 

1株当たり当期純利益
金額又は 
1株当たり当期純損失
金額（△） 

(円) △45,852.08 △2,250.15 7,256.50 3,993.93 2,582.95 



(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当社は平成15年１月１日付で普通株式１株につき５株の株式分割を行っております。 

  

② 年度売上予算と実績に差異が生じる可能性があることについて 

当社製品の特徴のひとつとして、製品が高額であり、製品の検収ベースで売上として計上されるため、製商品の納入時期が当

初見通しと異なり、年度売上予算と実績に差異が生じる可能性があります。この原因として、 

i.  ユーザーの市場環境の変化により、早期納入あるいは納入を遅らせることを求められることがあること 

ii.  OEM先の事業計画に乖離が生じ、当社の業績に差異が生じること 

iii.  仕様設計時に予定していた機器・部品等が入手できなかったり、遅延したりすることにより、製商品の納入ができなかっ

たり、遅延したりすることがあること 

iv.  仕様設計時のユーザーの要求水準が、開発中に高くなり、開発期間が長くなることがあること 

などであります。 

このような場合、予定していた販売年度と実際の販売年度が異なることにより、結果として、年度売上予算と実績に差異が生

じる可能性があります。 

  

③ 新規参入の可能性について 

当社光計測事業の主要製品であるOTF測定装置は、国内外において、当社とパートナーとで独占的な地位 にありますが、一

方、量産レンズの検査を行うためのOTF検査装置においては、市場が拡大する一方で、新規参入する企業が出現する可能性があ

ります。特に低価格及び普及価格帯製品を販売する企業が参入してきた場合には、当社製品の価格が低下する可能性がありま

す。さらに、エンドユーザーへの 終製品である携帯電話等は、技術革新の速度が早く、製品のライフサイクルが短いため、各

社とも大量に生産される製品を短期間に販売しようとする傾向にあり、価格競争が激しくなっており、新規参入企業及び供給先

において、価格下落が起こる可能性があります。 

このような場合、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 部材調達について 

近年、産業界の環境問題に対する関心の高まりから、使用部品や製品構成機器の環境保全対応の要求が多くなり、RoHS（ロ

ス）指令を始めとした環境規制が高まってきております。当社としましては、早急に環境規制に対応するべく、代替部材の調

達、代替が困難な部品については、設計を変更する等の措置を講じております。しかしながら、代替部材が手当てできる前に、

現在、使用している部材が生産中止になる可能性があります。また、当社製品には高性能を実現するために、特殊な電子部品を

使用しておりますが、代替部品によって十分な性能が確保できない可能性があります。 

このような場合、製品の生産ができず、あるいは、性能の維持が困難になり、あるいは、コスト高になり、当社の業績に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤ 為替相場の変動について 

当社の事業には、海外から部品調達を行っている部材があります。当社では、買掛金の支払いなどで発生する外貨取引につい

て為替先物予約等を行うことによりリスクヘッジに努めておりますが、急激な為替変動が起きることにより、部材調達コストを

押し上げる可能性があります。 

このような場合、コストの増加は、当社の利益率と価格競争力を低下させ、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

  

(3) 市場の変動について 

当社の事業は、デジタル家電や携帯電話といった市場が牽引役となっております。これらの業界は、情報化・ユビキタス社会

潜在株式調整後1株当
たり当期純利益金額 

(円) ― ― ― ― 2,582.84 



への進展という流れに向けて、その基幹産業部門として今後暫くは拡大基調を続けていくものと考えられます。しかしなが

ら、前記業界の動向の影響を直接受ける液晶、ハードディスク、半導体といった業界では、需給バランスの崩れに伴うドラステ

ィックな市場の拡大・縮小が生じております。そのような市場変動の中でも継続的に利益を確保出来るような収益体質の構築に

努力しておりますが、市場の収縮が予測以上の場合には、当社製品の売上が減少し、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

(4) 知的財産権について 

当社の光計測機、精密計測機器等は、いずれも 先端技術を搭載した高度に技術的な製品であり、当社の属する業界において

は、技術革新が著しく、競合他社も含め、各社が特許権等の知的財産権を積極的に出願しております。 

    当社としては、当社独自の技術等については積極的に出願を行うとともに他社の特許等の情報収集を図り、特許関係の権利帰

属、商標・ブランドの知的財産権の保護・管理等を強化しています。また、あわせて当社の特許権や商標権等の知的財産権に対

して他社の侵害状況についての監視と警告体制を強化させております。しかしながら、他社の出願状況、内容は一定期間公表さ

れないことから、不意に特許侵害警告又はライセンス料の支払いの申入等を受ける可能性があります。 

このような場合、ライセンス契約の内容によってはライセンス料が多額になり、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

  

(5) 当社と筆頭株主であるNISP2投資事業有限責任組合との関係について 

当社は、平成19年８月31日時点において、筆頭株主であるNISP2投資有限責任組合(以下、NISP2)の持分法対象会社でありま

す。NISP2の運営主体であるエヌ・アイ・ストラテジックパートナーズ株式会社(以下、NISP)は、NISグループ株式会社（以下

NIS）の子会社であります。NISP2は、平成19年８月31日時点において、当社の発行済株式の30.27%を所有しており、主要株主と

して当社の株主総会の決議事項について、議決権を行使することにより多大な影響力があります。NISP2は、投資事業組合であ

り、キャピタルゲインを得ることを目的として活動しており、将来にわたり当社株式を売却する可能性があります。その場合、

売却される株式数によっては株主構成が大幅に変動するリスクがあり、当社の事業運営に大きな影響が発生する可能性がありま

す。 

  

(6) 当社と主要株主㈱フォトニクスとの関係について 

当社は、平成19年８月31日時点において、主要株主の㈱フォトニクスの持分法対象会社であります。当事業年度における当社

と㈱フォトニクスとの間での取引は、72ページ「関連当事者との取引」に記載の通りであり、当社における経営意思決定は完全

に独立して行っています。 

㈱フォトニクスは平成19年８月31日時点において、当社の発行済株式の24.35%（新株予約権による潜在株式を含む場合

20.68%）を所有しており、主要株主として当社の株主総会の決議事項について、議決権を行使することにより多大な影響力があ

ります。㈱フォトニクスは投資会社としてベンチャー・キャピタル、インキュベーターとして事業展開をしております。㈱フォ

トニクスはベンチャー・キャピタルであることから将来にわたり当社株式を売却する可能性があり、その場合、売却される株式

数によっては株主構成が大幅に変動するリスクがあり、当社の事業運営に大きな影響が発生する可能性があります。 

  

  (7) 人材の確保及び育成について 

当社は、高度な能力を有する開発設計者・技術者・製造担当者等によって支えられており、業績に関わらず、継続的に高度な

スキルを有する開発・設計技術者を雇用・採用し、長期にわたる教育と訓練が必須であります。また、技術革新の速度の速い当

社の属する事業分野においては、経営環境に対応して、 高水準の人材を採用していく必要があり、このため、人件費が経営を

圧迫する可能性があります。このような場合、人員の確保及び教育と訓練が円滑に進まず、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性

があります。 



  

(8) 代表取締役嶋本篤について 

    当社代表取締役嶋本篤は、当社のすべての製品開発に関わっております。当社製品は、高度な研究開発の継続により高付加価

値化を図っているため、完成までに長期間を要することがあります。したがって、嶋本篤が不測の事故や何らかの理由により、

当社を離脱するような事態が生じた場合には、中長期的な製品開発に支障をきたし、付加価値の創出が行えない可能性がありま

す。 

    このような場合、当社が技術革新に追いつけず、新製品の発売を行えないため、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。  

  

  

  

  

(9) ストック・オプションについて 

当社は、新株予約権を利用したストック・オプション制度を採用しております。当該新株予約権は旧商法第280条ノ20及び旧

商法第280条ノ21の規定に基づき、当社及び関係会社の取締役、顧問及び従業員並びに外部パートナーに付与することが株主総

会において決議されたものであります。 

これら新株予約権の行使が行われた場合には当社の１株当たり株式価値は希薄化する可能性があります。また、今後も優秀な

人材確保のために同様のインセンティブプランを継続して実施していくことを検討しています。そのため、今後付与される新株

予約権の行使が行われた場合にも、当社の１株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。 

また、主要株主である㈱フォトニクスの取締役柄澤憲彦に863株、及び関真琴に530株を付与しております。これは、当社の設

立以降取締役を務めて頂き、事業推進に対するアドバイスなどこれまでの支援に対する評価に基づき決定したものです。 

  

(10) 季節変動性について 

    当社取引先の設備投資について、例年年度末から新年度早々に計画が為されることが多く、３月末を年度末とする企業がその

大半です。当社は年度末が６月であることから、それら需要の取り込みが下半期となり、収益構造は下半期に売上、利益が集中

しております。下半期の取引が見込通り達成しない場合、当社の業績に大きく影響が発生する可能性があります。 

  

(11) 特定仕入先への依存について 

    当社製品の部品調達にあたり、購買管理の重要性を認識し複数業者からの調達を基本としておりますが、精密製品の特性上、

品質や納期等総合的に勘案した結果、止むを得ず特定業者からの部品調達を行う場合があり得ます。引き続き、複数他業者への

発注検討を推進しておりますが、特定業者に対する部品調達依存リスクがあります。 

  

(12) 特定業界への販売について 

    当社は光学計測機器、精密計測機器に付きまして、光学機器メーカー、半導体機器メーカー等特定業界に対する販売依存リス

クがあります。当社はナノテクノロジーをベースとした事業展開を行っているため、取引対象となる企業は同様な技術を保有す

る相手であることから、特定業界への依存が継続することが想定されます。当該業界や取引先の市場動向、業績によって、当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(13) 設備投資について 

    当社の製造拠点である長野工場において、平成19年６月期に製造能力の増大と作業の効率化などを目的とし、設備投資を行っ

ておりますが、運用を開始したばかりであることから、想定している成果について達成できるかは現時点において不確実であり

ます。 



  

(14) 債務に対する役員の個人被保証 

    当社の債務の一部につき、代表取締役嶋本篤が総額54.5百万円を債務保証しております。 

  

(15) 経営上の重要な契約 

経営上の重要な契約は以下の通りとなっております。 

① 技術受入契約 

  

・契約(i)について： 

当社の光計測機器（OTF測定装置等）につきまして、英国規格の利用を平成26年５月31日まで契約できていますが、その後の利

用については継続利用が現時点で必ずしも担保されていません。当社主要事業の根幹を成す契約であり、契約が継続できない場

合には、事業継続に関し将来的なリスクとなる可能性があります。 

・契約(ii)について： 

 当社の光計測機器（検査装置他）につきまして、無償で工業所有権を当社が使用できる権利を取り決めた契約であり、本件特

許のうち 後に存続期間が満了する日を持って失効するものです。 

  

(16) 小規模組織であることについて 

 当社は平成19年８月末日時点では、取締役5名、監査役3名、従業員23名(パートタイマー含む)と組織が小さく、内部管理体制

も組織規模に応じたものとなっております。今後、事業の拡大に伴い、適切かつ十分な人的・組織的対応ができない場合、既存

の人材の社外流出、病気等における長期休暇が生じた場合、当社の業務遂行に支障が発生する可能性があります。当社では、事

業の拡大に伴う増員を行うと共に、組織的に従業員同士の業務ノウハウの共有、また内部管理体制の一層の充実を進めていきま

す。 

  

(17) 法規制の適用の可能性について 

非接触変位計等の一部当社製品につきまして、輸出貿易管理令における規制対象となっております。同法令に該当する製品を

当社が輸出する場合、法令を遵守し経済産業省に対し必要な手続を行っております。また、該当製品を取引先へ販売する際、法

令遵守を目的として、事前に取引先に対しその使用目的や使用場所等をヒヤリングし、必要な場合には手続内容を説明し、進捗

状況などを当社へ連絡する点を依頼しております。しかしながら、何らかの理由により当社が関知しない状況の下、上記当社該

当製品が必要な手続き無く海外の地域へ輸出されたり、関連してその内容や当社名が報道等されたりした場合には、当社の事業

の推進に支障をきたし業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

相手方 
の名称 

国
名 

契約品目 契約内容 契約期間 

(i) 
イメージ 
サイエンス 

英
国 

英国規格に適合したMTF 
(Modulation Transfer 
 Function)測定装置又は
検査装置及び装置に 
組み込まれる構成部品
全て 

「販売代理店契約」
当社がイメージサイエンスから、独占的に、測定装
置・検査装置を製造・販売する権利。対象地域は、イ
ンド以東のインド、シンガポールを除くアジア全て。 
（但し、当社の取引先がインド、シンガポールに位置
する場合はそれも含む。） 

平成16年６月１
日から 
平成26年５月31
日まで 

(ii) 
有限会社 
光    匠 
(現、株式会
社ナノシス
テムソリュ
ーションズ) 

日
本 

ID認識装置 
特許満了まで、当社が関連特許7件につき、無償で製
造、輸出入、使用、販売できる。 

平成16年６月28
日から 
関連特許の満了
日まで 



５ 【経営上の重要な契約等】 

技術受入契約 

  

・契約①について： 

当社の光計測機器（OTF測定装置等）につきまして、英国規格の利用を平成26年５月31日まで契約できていますが、その後の利用

については継続利用が現時点で必ずしも担保されていません。当社主要事業の根幹を成す契約であり、契約が継続できない場合に

は、事業継続に関し将来的なリスクとなる可能性があります。 

・契約②について： 

 当社の光計測機器（検査装置他）につきまして、無償で工業所有権を当社が使用できる権利を取り決めた契約であり、本件特許

のうち 後に存続期間が満了する日を持って失効するものです。 

  

６ 【研究開発活動】 

当事業年度におきましては、以下の研究開発を行いました。研究開発費の総額は、10百万円であります。 

① 光計測事業 

OTF検査装置 

高品位の試作・研究用レンズの光学性能を、定量的かつ高速にOTFを測定して良否判定を行う従来のOTF測定装置について、

操作性の改善、繰り返し精度の向上、安全対策の強化等、検査レベルの向上のための開発を進めております。また、携帯電話

用レンズよりも高付加価値な、デジタルスチルカメラやハイビジョンムービー用ズームレンズのOTF検査装置の開発を行いまし

た。（研究開発費：3百万円） 

  

② 情報機器事業 

データ及び動画伝送装置の伝送品質向上 

    当社の画像伝送装置は、これまでに回線速度の安定性・リアルタイム性を確保する観点から、回線交換方式に特化して性能

向上を図って参りましたが、パケット通信の高速化に対応して、パケット通信に対応した画像伝送装置の開発を進めておりま

す。本研究開発の成果として、新製品であるPW-3000をリリースいたしました。（研究開発費：2百万円） 

  

  

  

③ 精密計測事業 

変位計 

従来製品である非接触変位計の性能向上や小型化及び独自の回路方式とデジタル化により、新方式での高精度かつ高安定な

性能を低価格で提供可能とするため、研究を進めております。精密計測事業の主力製品であるPSセンサにつきましては、高度

相手方 
の名称 

国名 契約品目 契約内容 契約期間 

①イメージ 
サイエンス 

英国 

英国規格に適合した 
MTF (Modulation Transfer 
   Function) 
測定装置又は検査装置及び
装置に組み込まれる構成部
品全て 

「販売代理店契約」
当社がイメージサイエンスから、独
占的に、測定装置・検査装置を製
造・販売する権利。 
対象地域は、インド以東のインド、
シンガポールを除くアジア全て。
（但し、当社の取引先がインド、シ
ンガポールに位置する場合はそれも
含む。） 

平成16年６月１日から
平成26年５月31日まで 

② 
有限会社光匠 
( 現、株式 会
社ナノシステ
ムソリューシ
ョンズ) 

日本 ID認識装置 
特許満了まで、当社が関連特許７件
につき、無償で製造、輸出入、使
用、販売できる。 

平成16年６月28日から
関連特許の満了日まで 



化する顧客ニーズに対応するために、高分解能化および環境規制であるRoHS指令に対応いたしました。また、ナイフエッジ

法を使った表面粗さの影響を受けにくく、ナノメートルの分解能を実現するレーザーフォーカス変位計の開発に、東京都立産

業技術高等専門学校と協同開発を行っております。本装置は、測定スポットサイズが数マイクロメートル程度であり、微小部

分の変位を高分解能で測定でき、表面形状測定装置のピックアップや、小型部品の局所的な変位測定への応用が考えられま

す。 

流速計 

高温の空気や油等の局所的な流速を定量的に測定できる流速計の開発に着手いたしました。これは、さらなる省燃費が求め

られている自動車や航空機、タービン等の熱機関の研究・開発に求められているセンサであり、本研究・開発をベースに、新

しい市場の開拓を図って参ります。 

（研究開発費：5百万円） 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の

作成にあたっては、決算日における資産及び負債並びに会計期間における収益及び費用などの算出のために必要な所定の見積り

を行っております。この見積りは、たな卸資産、金銭債権、繰延税金資産、売上原価、退職給付費用、法人税等についてなされ

たものでありますが、過去の実績をもとに将来の予測を加味した上で、継続的かつ合理的、保守的な判断・評価に重点をおき見

積られたものとなっております。 

  

(2) 経営成績の分析 

当事業年度におきまして、精密計測事業では液晶・半導体・ハードディスク製造・検査装置向け静電容量変位計の販売が順調

に推移したことにより、売上高が552百万円（前年同期比15.8%増）となりました。光計測事業におきましては、大きな売上の伸

びを見込んでおりました韓国市場において、韓国国産メーカーの参入等により携帯電話カメラレンズ用OTF検査装置の価格競争が

激化したことや国内レンズメーカーの設備投資意欲が後退する等により受注が伸び悩み、また、高付加価値なハイビジョンムー

ビーやデジタルスチルカメラ用のOTF検査装置を開発したものの、本年度の納入には至らなかったことにより、売上高が141百万

円（前年同期比48.4%減）となりました。情報機器事業におきましては、第３世代携帯電話の急激な加入者増により都心部以外で

のインフラの整備が追いつかず、回線束ね装置の販売が伸び悩み、心電図伝送装置につきましては、従来機種から第３世代携帯

電話ネットワーク対応の新機種への移行やＡＥＤ（自動体外除細動器）の普及にともない在庫調整が行われる等、市場の大幅な

状況変化により販売が減少したことにより、売上高80百万円（前年同期比59.9%減）となりました。この結果、当事業年度の売上

高は、774百万円（前年同期比18.6%減）、営業利益は125百万円（前年同期比18.6%減）、経常利益は118百万円（前年同期比

14.9%減）となりました。これに伴い、法人税等を差し引いた結果、当期純利益は59百万円（前年同期比30.0%減）となりまし

た。 

  

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について 

当社が属する光・ナノテクノロジーを中心とした精密計測機器は、デジタル家電業界が液晶テレビの低価格化と地上波デジタ

ル放送への移行に伴う買い替え需要に喚起され、またハードディスクレコーダーの急速な普及にともなって市場が拡大した時期

となりました。 

このような状況の中、当社では、精密計測事業の液晶・半導体・ハードディスク製造・検査装置向け製品の販売は順調に推移

いたしましたが、光計測事業におけるOTF検査装置の競合メーカー・製品の台頭、情報機器事業における回線束ね装置のインフラ

の整備状況、心電図伝送装置の新機種移行に伴う生産調整等、業界動向の影響や政策等の影響を直接受ける業界に属することか

ら、引き続き市場の動向・調査等を強化・実施のうえ、製品開発および標準化並びに他分野への応用製品化を推進し、競争力の

ある幅広い製品ラインナップを取り揃えていくことが、市場の影響を 小限に抑えることであると考えております。 



  

 (4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

当事業年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により109百万円増加し、投資活動では123百万円減少したもの

の、財務活動では228百万円増加いたしました。この結果、現金及び現金同等物は214百万円増加となり、当事業年度の期末残高

は421百万円（前期比103.6%増）となりました。 

営業活動につきましては、精密計測事業は順調に推移したものの光計測事業は、競合メーカーの参入やレンズメーカーの設備

投資意欲の後退等、情報機器事業では、市場の大幅な状況変化等の結果、税引前当期純利益が、前事業年度に比べて38百万円減

少いたしました。一方、売掛金の回収が順調に進んだことにより売上債権の減少が前事業年度に比べて281百万円増加し、仕入に

ついても受注実績の低迷により仕入債務の増加が前事業年度に比べて90百万円減少いたしました。この結果により、営業活動全

体として前事業年度に比べて収入が38百万円の増加となり、営業活動全体として増加した資金は109百万円となりました。 

投資活動につきましては、当事業年度において長野工場の新工場棟の建設に伴う有形固定資産等の取得による支出69百万円、

ＥＲＰ（基幹システムソフトウェア）パッケージの導入に伴う無形固定資産等の取得による支出20百万円、本社移転に伴う敷

金・保証金等の純増額29百万円により、前事業年度に比べて収入が118万円減少し、投資活動全体として減少した資金は123百万

円となりました。 

財務活動につきましては、新株発行による収入227百万円及び、長期借入金による収入150百万円がありましたが、長期借入金

の返済71百万円を始め、短期借入金の減少額40百万円、自己株式取得による支出36百万円等も行った結果、前事業年度に比べて

収入が302百万円増加し、財務活動全体として増加した資金は228百万円となりました。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

   当事業年度の設備投資等の総額は、92,498千円であり、その主なものは次のとおりであります。 

精密計測事業…長野工場の製造用設備取得等で7,392千円を投資いたしました。 

デモ機設備取得等で646千円を投資いたしました。 

光計測事業…改良型OTF検査装置の製造用設備取得等で3,858千円を投資いたしました。 

情報機器事業…製造用設備取得等で、820千円を投資いたしました。 

全 社 共 通…本社移転内装工事等で、6,911千円を投資いたしました。 

長野工場新設等で46,261千円を投資いたしました。 

新型変位計開発等（建設仮勘定）で、278千円を投資いたしました。 

事務機器取得等で、5,205千円（内、建設仮勘定分708千円）を投資いたしました。 

基幹システム導入による設備投資等（ソフトウェア建設仮勘定）で21,121千円を投資いたしました。 

  



２ 【主要な設備の状況】 

平成19年６月30日現在 

(注) １ 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。 

２ 本社は賃借中であり、年間賃借料は20,639千円であります。 

３ 大阪営業所は賃借中であり、年間賃借料は683千円であります。 

       ４ 長野工場は工場新設に伴い発生した賃借料は、95千円であります。 

５  従業員数の[ ]は、臨時雇用者数の年間平均雇用人員を外書しております。 

６ 長岡下々条工場は他の者へ賃貸しております。 

      帳簿価額の「投資不動産」の内訳は、「建物及び構築物」14,028千円 

      及び「土地」(2,235.34㎡)92,498千円であります。 

  

事業所名 
(所在地) 

事業部門 設備の内容 

帳簿価額(千円) 

従業員数
(名) 建物 

及び 
構築物 

機械装置
及び 
運搬具 

土地
(面積㎡) 

工具器具
備品 

無形固定
資産 

投資
不動産 

合計 

本社 
( 東 京 都
大田区) 

光計測事
業 
情報機器
事業 
精密計測
事業 

製 造・開
発・販 売
管 理・事
務所設備 

6,694 2,292 ― 13,637 189 ― 22,812 14

長野工場 
(長野県
長野市) 

精密計測
事業 

製 造・開
発設備 

68,305 8,104
55,470

(601.05)
1,022 38 ― 132,940 

6
[2]

大阪 
営業所 
( 大 阪 府
大阪市阿
倍野区) 

精密計測
事業 

販売管理
設備 

― ― ― ― ― ― ― 1

長岡下々
条工場 
( 新 潟 県
長岡市) 

― 
賃貸設備
他 

15,735 ―
34,806

(841.15)
66 ― 106,526 157,135 

0
  

合計 90,735 10,396 
90,276

(1,442.20)
14,725 227 106,526 312,888 

21
[2]



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

平成19年６月30日現在 

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

事業所名 
(所在地) 

事業部門 設備の内容 
投資予定額 

資金調達方法 着手年月
完了予定 
年月 

完成後の
増加能力総額 

(千円) 
既支払額
(千円) 

本社 
（東京都港区） 管理本部 

ＥＲＰ 
システム 

22,210 20,791 増資資金
平成18年

7月 
平成19年 

9月 
―



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 80,000 

計 80,000 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年６月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年９月27日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 23,120 23,120 札幌証券取引所 ― 

計 23,120 23,120 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

当該制度は、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであり

ます。 

① 平成16年10月28日開催の臨時株主総会における議決に基づくもの 
  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 
２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）または自己株式の処分を
行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  
事業年度末現在

(平成19年６月30日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日) 

新株予約権の数（個） 3,463 3,413 

新株予約権のうち自己新株予約権の数    ―    ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,463 3,413 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 88,000 88,000 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年12月25日

 至 平成19年12月24日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  92,000
資本組入額 46,000 

同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当てを受ける
者のうち、役員または従業員
等（当社の役員もしくは従業
員または当社の子会社の役員
もしくは従業員に限る。以下
同じ。）については新株予約
権の目的たる株式にかかる株
券が日本国内の証券取引所に
上場された日の前日まで、そ
の他の者については上記上場
日後6ヶ月が経過する日（上
場日後6ヶ月を経過する日が
本新株予約権の発行に係る払
込期日から1年間経過してい
ない場合は、本新株予約権の
発行に係る払込期日から1年
間経過する日）まで、本新株
予約権を行使することができ
ない。 
その他の条件は、平成16年10
月28日開催の臨時株主総会及
び新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社新株予約
権の割当てを受けたものとの
間で締結する「新株予約権割
当契約」で定めるところによ
る。 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡する場合に
は、取締役会の承認を要す
る。 

同左

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１

分割・併合の比率

        
既発行株式数 ＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 



② 平成18年5月9日開催の臨時株主総会における議決に基づくもの 
  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

  また、時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）または自己株式の処分

を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

  
事業年度末現在

(平成19年６月30日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日) 

新株予約権の数（個） 630 630 

新株予約権のうち自己新株予約権の数  ―  ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 630 630 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 160,000 160,000 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年５月10日
至 平成25年５月９日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  160,000
資本組入額  80,000 

同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権者は、新株予約権
の行使時においても当社の取
締役・監査役ならびに従業員
の（当社の子会社又は関連会
社の取締役・監査役・執行役
員顧問並びに従業員を含む）
地位を有していることを要す
る。ただし、役員の任期満
了、定年退職等による退任、
退職事由の場合はこの限りで
はない。 
新株予約権の対象者の相続
は、相続人1名に限り継承す
ることができる。ただし継承
した相続人の相続はできない
ものとする。 
新株予約権の全部又は一部の
譲渡、質入その他一切の処分
を認めない。 
その他の条件は、平成18年５
月９日開催の臨時株主総会及
び新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社新株予約
権の割当てを受けたものとの
間で締結する「新株予約権割
当契約」で定めるところによ
る。 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡する場合に
は、取締役会の承認を要す
る。 

同左

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新株発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
時価 

既発行株式数＋新株発行株式数 



 (3) 【ライツプランの内容】 

       該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) １ 株式分割（1：5） 

２ 有償第三者割当 

  割当先 ㈱フォトニクス 

  発行価格 50,000円  資本組入額 50,000円 

３ 有償第三者割当 

  割当先 りそなキャピタル㈱ 

  発行価格 120,000円  資本組入額 60,000円 

４ 有償第三者割当 

  割当先 ニッセイ・キャピタル１号投資事業組合 

  発行価格 120,000円  資本組入額 60,000円 

５ ㈱フォトニクスより光計測事業及び精密計測事業を吸収分割する際の新株発行によるものであります。 

６ ㈱WAVEより情報機器事業を吸収分割する際の新株発行によるものであります。 

７ 平成18年７月６日を払込期日とする一般募集増資（ブックビルディング方式）により発行済株式総数が2,000株、資本金

が113,750 千円、資本準備金が113,750千円増加しております。 

  (発行価格125,000円、引受価額113,750円、発行価額93,500円、資本組入額56,875円) 

  

(5) 【所有者別状況】 

平成19年６月30日現在 

（注）１ 自己株式350株は「個人その他」に含まれております。 

   ２ 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式1,045株が含まれております。 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成15年１月１日 
(注)1 

800 1,000 ― 10,000 ― ― 

平成15年１月21日 
(注)2 

2,000 3,000 100,000 110,000 ― ― 

平成15年４月25日 
(注)3 

800 3,800 48,000 158,000 48,000 48,000 

平成15年５月30日 
(注)4 

250 4,050 15,000 173,000 15,000 63,000 

平成15年７月１日 
(注)5 

10,000 14,050 ― 173,000 130,516 193,516 

平成16年12月１日 
(注)6 

7,070 21,120 ― 173,000 16,696 210,213 

平成18年７月７日 
(注)7 

2,000 23,120 113,750 286,750 113,750 323,963 

区分 株式の状況 

  
政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人 
その他 

計 

個人以外 個人

株主数(人) ― 1 2 22 1 ― 950 976 

所有株式数(株) ― 5 194 17,380 2 ― 5,539 23,120 

所有株式数の割
合(％) 

― 0.0 0.8 75.2 0.0 ― 24.0 100.0 



(6) 【大株主の状況】 

平成19年６月30日現在 

（注）前事業年度末現在親会社でありました株式会社フォトニクスは当事業年度末では親会社ではなくなり、主要株主となり、ま

た、NISP2投資事業有限責任組合が新たに主要株主となりました。 

  

(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年６月30日現在 

（注）「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,045株（議決権1,045個）含まれておりま

す。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年６月30日現在 

（注）当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式に含めております。 

氏名又は名称 住所 所有株式数(株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

ＮＩＳＰ２投資事業有限責任組合 東京都新宿区西新宿1-6-1 7,000 30.3 

株式会社フォトニクス 東京都新宿区西新宿7-22-27 5,630 24.4 

株式会社ジェーピーシー 東京都中野区松が丘2-11-13 1,200 5.2 

エフアイマネージメント有限会社 
東京都中央区築地1-3-4
昭英築地ビル2階 

807 3.5 

グロースファンド５号 
東京都千代田区二番町2-12-13
セブネスビル3F 

750 3.2 

東 良英 東京都港区 450 1.9 

HTF第1号投資事業組合 東京都千代田区内幸町1-1-1 419 1.8 

先端技術産業創造投資事業有限責
任組合 

東京都港区芝浦3-11-13 SUDO BLD.5F 400 1.7 

株式会社尚光商会 大阪府大阪市中央区高津2-8-6 350 1.5 

株式会社ナノテックス 東京都港区高輪2-15-19 350 1.5 

計 ― 17,356 75.1 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
（自己保有株式）
普通株式   350 

 ― 
株主としての権利内容に限定のない
標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

22,770 
22,770 同 上 

発行済株式総数 23,120 ― ― 

総株主の議決権 ― 22,770 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

（自己保有株式） 
株式会社ナノテックス 

 東京都港区高輪2-15-19 350 ― 350 1.51 

計 ― 350 ― 350 1.51 



(8) 【ストックオプション制度の内容】 

当社はストックオプション制度を採用しております。 

当該制度は、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであり

ます。 

  

①平成16年10月28日開催の臨時株主総会における議決に基づくもの 

  

(注) 平成19年６月30日現在におきましては、付与対象者数は11名減少し、25名であり、新株発行予定数は267 株失効し3,463株

であります。 

  

②平成18年5月9日開催の臨時株主総会における議決に基づくもの 

  

(注) 平成19年６月30日現在におきましては、付与対象者数は1名減少し、6名であり、新株発行予定数は70株失効し630株でありま

す。 

  

決議年月日 平成16年10月28日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役6、関係会社取締役3、顧問2、従業員24、外部パートナー1 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 3,730 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

― 

決議年月日 平成18年5月9日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役3、従業員4 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 700 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

― 



２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

  
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

    該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

    会社法第155条第３号による取得 

      

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

    該当事項はありません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

    

【株式の種類等】 会社法第155条第３号による普通株式の取得

区分 株式数（株） 価額の総額（千円） 

取締役会（平成18年10月10日決議）での決議状

況 

（取得期間平成18年10月11日～平成19年4月10

日） 

400 50,000 

当事業年度前における取得自己株式 ― ― 

当事業年度における取得自己株式 350 36,086 

残存決議株式の総数及び価額の総額 50 13,913 

当事業年度の末日現在の未行使割合(%) 0.125 0.278 

当期間における取得自己株式 ― ― 

提出日現在の未行使割合(%) 0.125 0.278 

区分 
当事業年度 当期間 

株式数（株）
処分価額の総額

（千円） 
株式数（株） 

処分価額の総額

（千円） 
引き受ける者の募集を行った取得

自己株式 
― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式 
― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 350 ― 350 ―



３ 【配当政策】 

当社は、株主の皆様への利益還元策を経営戦略上の重要課題として認識しておりますが、これまで配当を行ったことはありま

せん。これは、平成17年６月期以降は黒字化しているものの、設立以来平成16年６月期までは当期純損失を計上しておりました

ため、経営体質の強化、競争力の維持、事業の拡充、人材の育成を図るための投資の原資として、安定的な資金を確保し、株主

資本利益率の向上を図ってまいりました。しかしながら、今後は、長期的かつ安定的な配当を維持し、業績を勘案した成果配分

を行い、さらに、経営体質の充実並びに競争力を保持するために必要な技術開発と設備投資等を推進するための内部留保の確保

を行っていく基本方針であります。 

当社は剰余金の配当を期末配当の年１回を基本的な方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。なお、業績を勘

案した成果配分を実施するため、会社法第454条第5項の規定に基づき取締役会の決議によって剰余金の中間配当を行うことがで

きる旨を定めております。 

当事業年度の剰余金の配当金につきましては、上記基本方針に基づき１株当たり500円としております。この結果、配当性向は

19.3%になります。 

内部留保資金の使途につきましては、新製品及び機能向上のための開発、事業の拡充、システム投資、人材育成等へ積極的に

投入していくこととしております。 

  

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

  

(注) 高・ 低株価は、札幌証券取引所(アンビシャス)における株価を記載しております。 

なお、平成18年７月７日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありま

せん。 

  

(2) 【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

  

(注) 高・ 低株価は、札幌証券取引所(アンビシャス)における株価を記載しております。 

  

決議年月日 
配当の総額
（千円） 

１株当たりの配当額
（円） 

平成19年９月26月 
定時株主総会決議 

11,385 500

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 

決算年月 平成15年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成18年６月 平成19年６月 

高(円) ― ― ― ― 148,000

低(円) ― ― ― ― 45,500

月別 平成19年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

高(円) 98,000 91,000 79,000 73,000 70,500 51,500

低(円) 79,500 78,900 63,500 57,000 45,500 46,800



５ 【役員の状況】 

  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
(株) 

代表取締役 社長 嶋 本   篤 昭和40年12月13日生

平成２年４月

平成９年６月

平成10年４月

平成11年３月

平成11年６月

平成12年５月

平成13年10月

  

平成14年６月

平成15年７月

平成16年12月

長岡技術科学大学 文部教官助手 

博士（工学）長岡技術科学大学 

㈱ナノテム 取締役就任 

シマモト技術研究所開業 

㈱フォトニクス 技術顧問 

同社 取締役就任 

㈱エスピーシー（現㈱ＳＰＣ） 

取締役就任 

当社 取締役就任 

㈱ＷＡＶＥ 取締役就任 

当社 代表取締役社長（ＣＥＯ）

就任（現任） 

(注)2 100

常務取締役 

事業統括 
本部長兼 
新規事業 
開発部長 

岩 川   潔 昭和35年10月６日生

昭和58年５月

平成５年８月

平成15年５月

平成15年７月

  

平成18年１月

平成18年７月

  

平成19年７月

㈱フォトニクス 入社 

同社 取締役営業本部長就任 

当社 取締役就任 

当社 精密計測事業部長就任 

当社 情報機器事業部担当取締役

就任 

当社 常務取締役事業統括本部長 

就任（現任） 

当社 常務取締役事業統括本部長 

兼新規事業開発部長就任（現任） 

(注)2 10

取締役 光計測事業 
部長 川 越 康 弘 昭和35年11月７日生

昭和59年４月

平成12年５月

平成15年５月

平成15年７月

㈱フォトニクス 入社 

同社 取締役就任 

当社 取締役就任（現任） 

当社 光計測事業部長就任 

（現任） 

(注)2 10

取締役 財務部長 
兼総務部長 飯 島   亨 昭和41年12月15日生

昭和60年12月

平成13年４月

平成15年７月

平成17年２月

平成17年６月

平成18年７月

日本テクトロン㈱ 入社 

㈱フォトニクス 入社 

㈱ＷＡＶＥ 入社 

当社 管理部リーダー 

当社 取締役管理部長就任 

当社 取締役財務部長兼総務部長 

就任（現任） 

(注)2 ―

取締役 管理本部 
担当役員 永 橋   弘 昭和17年10月21生

昭和36年４月

  

昭和52年４月

昭和61年３月

昭和61年12月

昭和62年12月

  

平成３年６月

平成６年６月

平成８年12月

  

平成12年４月

平成15年６月

平成16年10月

  

平成18年５月

平成18年７月

大井証券㈱（現 新光証券㈱） 

入社 

同社 人事課長就任 

同社 債券営業部次長就任 

和光国際（ヨーロッパ）㈱ 出向 

和光証券㈱（現 新光証券㈱）債

券営業部次長就任 

同社 金沢支店長就任 

同社 取締役人事部長就任 

同社 常務取締役営業本部副本部

長就任 

紀伊高原㈱ 代表取締役就任 

新光ビルディング㈱ 顧問就任 

㈱エフピー・リンク 相談役就任

（現任） 

当社 取締役就任 

当社 当社 取締役管理本部担当役

員就任（現任） 

(注)2 ―



  

(注) 1 監査役田中紘一および小平和一朗は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

2 取締役の任期は平成18年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年６月期に係る定時株主総会終結の時までであり

ます。 

3 監査役の任期は平成18年６月30日開催の臨時株主総会終結の時から平成21年６月期に係る定時株主総会終結の時までであ

ります。 

4 監査役の任期は平成19年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年６月期に係る定時株主総会終結の時までであり

ます。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
(株) 

監査役 
（常勤） ― 伊 藤 勝 男 昭和17年８月23日生

昭和53年３月

  

昭和61年６月

平成６年６月

  

平成15年４月

平成17年１月

  

平成17年６月

日本航空㈱ 成田管理部庶務課課

長補佐 

JALデータ通信㈱ 出向 

㈱東京ヒューマニアエンタプライ

ズ出向 社長室部長 

㈱ＳＰＣ 嘱託 

㈱キュービック・モア 代表取締

役就任 

当社 常勤監査役就任（現任） 

(注)3 ―

監査役 ― 田 中 紘 一 昭和14年３月12日生

昭和37年４月

昭和43年３月

  

昭和45年３月

昭和45年９月

昭和47年４月

  

昭和48年10月

  

昭和56年４月

昭和59年４月

平成17年６月

㈱日本製鋼所 入社 

東京工業大学大学院 

金属工学専攻修士課程終了 

工学博士、東京工業大学 

米国オハイオ州立大学 研究員 

科学技術庁（現文部科学省） 

金属材料技術研究所 研究員 

同庁 金属材料技術研究所 

主任研究官 

長岡技術科学大学 工学部助教授 

同校 工学部教授 

当社 監査役就任（現任） 

(注)3 ―

監査役 ― 小 平 和一朗 昭和22年11月1日生

昭和45年４月

昭和63年４月

  

平成７年４月

  

平成８年７月

  

平成10年３月

平成11年１月

平成12年12月

  

平成14年２月

平成14年３月

  

平成14年７月

  

平成16年６月

  

平成18年５月

大倉電気㈱ 入社 

同社 技術本部第一設計部課長就

任 

同社 情報通信事業部第二技術部

長就任 

同社 通信システム事業部商品企

画部長就任 

同社 経営企画室長就任 

ＮＴＴ Ａｍｅｒｉｃａ社 出向 

大倉電気㈱ 情報通信事業部長就

任 

㈱ブイ・マネージメント 顧問 

マイアックス㈱ 入社 

事業開発部長就任 

丸紅ネットワークシステムズ㈱ 

入社 技術部長就任 

㈱イー・ブランド２１設立 

代表取締役就任（現任） 

当社 監査役就任（現任） 

(注)4 ―

計 120 



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

当社は、光・ナノテクノロジーのワンストップアプリケーションインテグレーターを目指して、常に技術革新の

一端を担い、多様な能力の向上に努めると同時に、デジタル社会の進化と共に成長する企業として、経営力を高め

るべく邁進しております。あわせて企業価値の増大化を図り、社会に貢献する企業として、株主のみならず、ユー

ザー、従業員、地域社会等のステークホルダーと良好な関係を築き上げることを目標としております。そのため、

迅速な意思決定、経営内容や業務執行について公正性や透明性を保つ事業活動およびタイムリーディスクロージャ

ーの実践が重要な経営課題であると考えております。 

当社では、社内組織体制や経営管理上の仕組みを構築し、以下のようなコーポレート・ガバナンスに関わる諸施

策を実施しております。 

  

(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

当社の経営機関制度は、取締役会を基本とし、経営全般に関する重要事項の審議については経営会議を設置して

おります。 

取締役会は取締役5名で構成され、原則月1回、又は必要に応じて開催し、経営方針など当社の重要事項の意思決

定を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。 

当社は監査役制度を採用しており、監査役3名によって構成されております。監査役は監査役会議への出席等を通

じ取締役の業務執行を監査するとともに、監査法人、経営企画内部監査室等と連携を保つことで、有効かつ効率的

な監査を実施しております。 

また、経営判断の適格化と迅速化を図る目的で、取締役全員及び社長の選任する若干名のメンバーによる経営会

議を実施しております。これは月1回開催され、戦略的な観点から事業推進の意思決定、取締役会への提案事項の審

議などを行っております。 

当社では、社長直轄である経営企画・内部監査室（経営企画・内部監査室室長１名）を設け、内部監査規程に基

づき定期的に内部監査を行っております。全事業部の運営状況、業務実施の正確性、コンプライアンスの状況など

について、適正な監査を実施しております。 

会計監査については優成監査法人と監査契約を締結しており、平成19年6月期における監査責任者、監査業務の補

助者は以下のとおりであります。 

  

  ・業務を執行した公認会計士の氏名 業務執行社員 加藤 善孝、宮崎 哲 

  ・監査業務に係る補助者の構成   公認会計士4名、会計士補3名、その他3名 

なお、内部監査室と優成監査法人は、相互に情報の共有化、及び意見交換など密接なコミュニケーションを図っ

ております。 

会社と会社の社外監査役2名の人的関係、資本関係または取引その他の利害関係つきましてはありません。 

  

(3) リスク管理体制の整備状況 

当社のリスク管理体制は、特別な社内委員会等は設置しておりませんが、経営上想定されるリスクについて管理

本部総務部で立案し、その対応やヘッジ方法については経営会議で策定することにしております。加えて、全社員

が事業活動を展開していくにあたって、法令を遵守し、経済・社会倫理に従って行動し、コンプライアンス意識や

リスクマネージメントを全社員に徹底するなど、社員の教育や企業倫理の向上に努めております。 

  

(4) 役員報酬の内容 

取締役の年間報酬総額     ５名   52,993千円 



監査役の年間報酬総額      ３名    6,400千円（うち社外監査役 ２名   3,200千円） 

  

(5) 監査報酬の内容 

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項に 

規定する業務に基づく報酬                      10,000千円 

  

(6) 取締役の定数 

当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。 

  

(7) 取締役の選任決議要件 

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票

によらないものとする旨を定款で定めております。 

  

(8) 中間配当の決定機関 

当社は、株主への機動的な利益還元を図るため、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配

当を行うことができる旨を定款で定めております。 

  

(9) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由 

当社は、自己株式の取得について、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にするため会社法第165条第

２項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で

定めております。 

  

(10) 株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を

定款で定めております。 

  



 

  



第５ 【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。) に基づいて作成しております。 

なお、前事業年度（平成17年７月１日から平成18年６月30日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成18年７月１日から平成19年６月30日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度(平成17年７月１日から平成18年６月30日まで)及び当

事業年度(平成18年７月１日から平成19年６月30日まで)の財務諸表について、優成監査法人の監査を受けておりま

す。 

  

３ 連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 

  



【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  

   
前事業年度

(平成18年６月30日) 
当事業年度 

(平成19年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％)) 

(資産の部)               

Ⅰ 流動資産               

１ 現金及び預金     207,241     421,924   

２ 受取手形 ※3   158,219     134,905   

３ 売掛金     222,123     89,626   

４ 商品     8,654     16,171   

５ 製品     7,582     9,745   

６ 原材料     38,871     44,736   

７ 半製品及び仕掛品     11,954     23,738   

８ 前払費用 ※1   6,066     7,554   

９ 繰延税金資産     11,499     10,811   

10 未収消費税     ―     2,017   

11 その他     698     10,186   

流動資産合計     672,910 70.7   771,419 68.1 

Ⅱ 固定資産               

１ 有形固定資産               

(1) 建物 ※2 75,218     116,921     

減価償却累計額   △25,142 50,075   △28,739 88,181   

(2) 構築物   2,047     3,547     

減価償却累計額   △694 1,352   △993 2,553   

(3) 機械及び装置   26,908     32,908     

減価償却累計額   △20,552 6,355   △22,536 10,372   

(4) 車両運搬具   428     428     

減価償却累計額   △389 38   △404 24   

(5) 工具器具及び備品   44,553     55,587     

減価償却累計額   △35,870 8,682   △40,862 14,725   

(6) 土地 ※2   90,276     90,276   

(7) 建設仮勘定     4,025     987   

有形固定資産合計     160,808 16.9   207,121 18.2 

２ 無形固定資産               

(1) ソフトウェア     345     227   

(2) ソフトウェア仮勘定     ―     21,121   

無形固定資産合計     345 0.0   21,349 1.9 

３ 投資その他の資産               

(1) 出資金     100     100   

(2) 長期前払費用     3,333     1,333   

(3) 繰延税金資産     5,053     5,681   

(4) 投資不動産 ※2 112,384     112,384     

減価償却累計額   △3,584 108,800   △5,857 106,526   

(5) 敷金・保証金     ―     20,071   

(6) その他     222     ―   

投資その他の資産合計     117,510 12.4   133,713 11.8 

固定資産合計     278,663 29.3   362,183 31.9 

資産合計     951,574 100.0   1,133,603 100.0 

          



  

  

   
前事業年度

(平成18年６月30日) 
当事業年度 

(平成19年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額（千円） 
構成比 
(％) 

(負債の部)               

Ⅰ 流動負債               

１ 買掛金     104,776     63,401   

２ 短期借入金     40,000     ―   

３ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

※2   45,316   76,878   

４ 未払金 ※1   38,682     27,830   

５ 未払法人税等     65,774     11,583   

６ 未払消費税等     3,578     ―   

７ 預り金     833     2,296   

８ その他     753     738   

流動負債合計     299,715 31.5   182,728 16.1 

Ⅱ 固定負債               

１ 長期借入金 ※2   152,623     199,807   

２ 退職給付引当金     12,389     13,959   

固定負債合計     165,012 17.3   213,766 18.9 

負債合計     464,728 48.8   396,494 35.0 

(純資産の部)               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     173,000 18.2   286,750 25.3 

２ 資本剰余金               

(1) 資本準備金   210,213     323,963     

資本剰余金合計     210,213 22.1   323,963 28.5 

３ 利益剰余金               

(1) その他利益剰余金               

繰越利益剰余金   89,580     148,629     

利益剰余金合計     89,580 9.4   148,629 13.1 

４ 自己株式     ―     △36,086 △3.1 

株主資本合計     472,793 49.7   723,256 63.8 

Ⅱ 新株予約権     14,052 1.5   13,852 1.2 

純資産合計     486,845 51.2   737,108 65.0 

負債純資産合計     951,574 100.0   1,133,603 100.0 

            



② 【損益計算書】 

  

  

  
前事業年度

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高   100.0   100.0

１ 製品売上高 821,493     632,060     

２ 商品売上高 129,892 951,386 100.0 142,107 774,167 100.0 

Ⅱ 売上原価             

１  製品売上原価             

(1) 製品期首たな卸高 6,853     7,582     

(2) 当期製品製造原価 403,941     273,833     

  合計 410,795     281,415     

(3) 製品他勘定振替高 ※2 2,063     △1,889     

(4) 製品期末たな卸高 7,852     9,745     

差引 400,880     273,559     

(5) 製品評価損 269     ―     

(6) 製品売上原価 401,149     273,559     

２  商品売上原価             

(1) 商品期首たな卸高 3,427     8,654     

(2) 当期商品仕入高 100,896     108,239     

  合計 104,323     116,893     

(3) 商品他勘定振替高 ―     270     

(4) 商品期末たな卸高 10,362     16,171     

差引 93,961     100,452     

(5) 商品評価損 1,708     ―     

(6) 商品売上原価 95,669 496,819 52.2 100,452 374,011 48.3 

売上総利益   454,566 47.8   400,156 51.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1             

(1) 役員報酬 52,509     59,393     

(2) 給与手当 57,895     64,986     

(3) 賞与手当 2,406     ―     

(4) 退職給付費用 1,886     1,596     

(5) 旅費交通費 ―     13,939     

(6) 広告宣伝費 ―     18,024     

(7) 支払手数料 31,523     12,699     

(8) 顧問料 42,868     21,641     

(9) 地代家賃 ―     19,494     



  

  

  
前事業年度

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

(10) 減価償却費 11,333     10,041     

(11) 研究開発費 12,324     10,563     

(12) その他 88,037 300,787 31.6 42,658 275,040 35.5 

営業利益   153,779 16.2 125,115 16.2

Ⅳ 営業外収益             

１ 受取利息 1     331     

２ 受取賃貸料 7,050     10,200     

３ その他 736 7,788 0.8 1,014 11,545 1.5 

Ⅴ 営業外費用             

１ 支払利息 12,069     11,523     

２ 新株発行費 3,564     ―     

３ たな卸資産評価損 4,774     ―     

４ 株式交付費 ―     1,449     

５ 投資不動産賃貸費用 ―     3,880     

６  その他 2,041 22,450 2.4 1,460 18,314 2.4 

経常利益   139,117 14.6   118,346 15.3 

Ⅵ 特別利益             

１ 新株予約権戻入益 668     200     

２ 貸倒引当金戻入益 1,412 2,080 0.2 ― 200 0.0 

Ⅶ 特別損失             

１ 固定資産除却損 ※3 ―     9,992     

２ 原状回復費 ― ― ― 5,800 15,792 2.0 

税引前当期純利益   141,198 14.8 102,753 13.3

法人税、住民税 
及び事業税 

66,945 43,643   

法人税等調整額 △10,099 56,846 6.1 60 43,704 5.7 

当期純利益   84,351 8.7 59,048 7.6

      



製造原価明細書 

  

  

(※１)経費のうち、主なものは次の通りです。 

  

  

(※２)他勘定振替の内容は次の通りです。 

  

  

（採用している原価計算の方法） 

当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。 

  

  
前事業年度

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費   307,590 75.1 214,378 73.3 

Ⅱ 労務費   76,325 18.6 58,482 20.0 

Ⅲ 経費 ※1 25,953 6.3 19,666 6.7 

当期総製造費用   409,870 100.0 292,526 100.0 

期首半製品及び仕掛品たな
卸高 

19,907 11,954  

当期半製品仕入高   2,180   ―   

 合計   431,958   304,481   

期末半製品及び仕掛品たな
卸高 

10,574 23,738  

他勘定振替高 ※2 17,442   6,909   

当期製品製造原価   403,941   273,833   

     

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

外注加工費 2,500千円 外注加工費 ― 千円 

地代家賃 2,660千円 地代家賃 1,924千円 

減価償却費 5,764千円 減価償却費 5,581千円 

旅費交通費 4,942千円 旅費交通費 2,151千円 

消耗品費 4,482千円 消耗品費 5,013千円 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

研究開発費 7,635千円 研究開発費 6,425千円 

アフターメンテナンス費 5,032千円 アフターメンテナンス費 ― 千円 

たな卸資産評価損 4,774千円 たな卸資産評価損 ― 千円 

建設仮勘定 ― 千円 建設仮勘定 483千円 



③ 【株主資本等変動計算書】 

前事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

  

  

当事業年度(自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日) 

  

  

  

  

  

株主資本 

新株予約権 純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
資本準備金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

平成17年６月30日残高(千円) 173,000 210,213 5,228 388,442 14,720 403,162

事業年度中の変動額            

 当期純利益     84,351 84,351   84,351

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額) 
        △668 △668

事業年度中の変動額合計 

(千円) 
－ － 84,351 84,351 △668 83,683

平成18年６月30日残高(千円) 173,000 210,213 89,580 472,793 14,052 486,845

  

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計

資本準備金 

その他
利益剰余金 

繰越
利益剰余金 

平成18年６月30日残高(千円) 173,000 210,213 89,580 472,793 14,052 486,845

事業年度中の変動額     

 新株の発行 113,750 113,750 227,500   227,500

  当期純利益   59,048 59,048   59,048

自己株式の取得   △36,086 △36,086   △36,086

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)   △200 △200

事業年度中の変動額合計 
(千円) 113,750 113,750 59,048 △36,086 250,462 △200 250,262

平成19年６月30日残高(千円) 286,750 323,963 148,629 △36,086 723,256 13,852 737,108



④ 【キャッシュ・フロー計算書】 

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

次へ 

   
前事業年度

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税引前当期純利益   141,198 102,753 

２ 減価償却費   20,884 19,897 

３ 貸倒引当金の減少額   △  1,412 ― 

４ 退職給付引当金の増加額   1,568 1,569 

５ 受取利息及び受取配当金   △     1 △     331 

６ 支払利息   12,069 11,523 

７ 新株予約権戻入益   △    668 △     200 

８ 新株発行費   3,564 ― 

９ 株券交付費   ― 1,449 

10 固定資産除売却損   ― 9,992 

11 売上債権の減少(△は増加)額   △ 126,036  155,810 

12 たな卸資産の増加額   △   482 △ 25,639 

13 仕入債務の増加(△は減少)額   48,802   △ 41,374 

14 未払金の減少額   ―   △ 20,081 

15 未収消費税等の増加額   ― △   2,017 

16 未払消費税等の減少額   △   8,293 △   3,578 

17 その他   △   612    7,096 

小計   90,580 216,868 

18  利息及び配当金の受取額   1 311 

19 利息の支払額   △  11,623 △  11,039 

20 法人税等の支払額   △   8,177 △  96,417 

営業活動によるキャッシュ・フロー   70,781 109,723 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

１ 有形固定資産の取得による支出   △  4,771 △  69,255 

２ 無形固定資産の取得による支出   ― △ 20,334 

３ 敷金保証金の純増加額   △     143 △  29,448 

４ 有形固定資産の除却による支出   ― △  4,460 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △   4,914 △ 123,498 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

１ 短期借入金の純増加(△は減少)額   10,000 △  40,000 

２ 長期借入による収入   ― 150,000 

３ 長期借入金の返済による支出   △ 80,323 △   71,254 

４ 新株式の発行による収入   ― 227,500 

５ 新株式の発行による支出   △   3,564 △    1,449 

６ 自己株式の取得による支出   ― △   36,338 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △  73,887 228,458 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加（△は減少）額   △   8,020 214,683 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   215,262 207,241 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高   207,241 421,924 



重要な会計方針 

  

  

項目 
前事業年度

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

１ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商品、製品及び原材料 

  総平均法による原価法 

(2) 半製品及び仕掛品 

  個別法による原価法 

(1) 商品、製品及び原材料 

  同 左 

(2) 半製品及び仕掛品 

  同 左 

２ デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法（ただし、金利スワップについ

ては特例処理によっております。） 

  同 左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

   ただし、建物（附属設備を除

く）については定額法を採用して

おります。 

主な耐用年数 

   建物     2年～32年 

   機械及び装置 2年～11年 

   工具器具 

    及び備品  2年～ 8年 

   また、取得価格が10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産につ

いては、3年均等償却を採用して

おります。 

(1) 有形固定資産 

  同 左 

  

  

  

主な耐用年数 

   建物     2年～32年 

   機械及び装置 5年～11年 

   工具器具 

    及び備品  3年～10年 

  (2) 無形固定資産 

  ソフトウエア 

  自社利用のソフトウエアについて

は、その利用により将来の収益獲得

または費用削減が確実であると認め

られる場合にその取得費用を資産計

上し、社内における利用可能期間

(５年以内)に基づく定額法によって

減価償却を実施しております。 

(2) 無形固定資産 

  ソフトウエア 

  同 左 

  (3) 長期前払費用 

  定額法 

(3) 長期前払費用 

  同 左 

４ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

株式交付費 

  同 左 



  

  

項目 
前事業年度

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  売上債権等の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。 

  なお、当時事業年度は、一般債権

についての貸倒実績がなく、また、

貸倒懸念債権等特定の債権について

は回収不能見込額がないため、貸倒

引当金を計上しておりません。 

(1) 貸倒引当金 

  同 左 

  

  (2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当社退職金規程に基づく期末自己都

合退職金要支給額より、中小企業退

職金共済制度から支給される額を控

除した額を計上しております。 

(2) 退職給付引当金 

  同 左 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  金利スワップは、特例処理の要件

を満たしておりますので、特例処理

を採用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

  同 左 

    為替予約については振当処理の要

件を満たしている場合は、振当処理

を採用しております。 

  

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  (ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 

  金利スワップ 借入金の利息 

  為替予約   外貨建金銭債務 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同 左 

  (3) ヘッジ方針 

  借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取引を行って

おり、ヘッジ対象の識別は個別契約

毎に行っております。 

(3) ヘッジ方針 

  同 左 

    また、通常の営業過程における輸

入取引に関する将来の為替相場等の

変動リスクを回避することを目的と

して為替予約取引を行っておりま

す。 

  

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 

  金利スワップの特例処理の要件を

満たしているので、決算日における

有効性の評価を省略しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

  同  左 

    また、為替予約についてもヘッジ

開始時及びその後も継続して、相場

変動を完全に相殺するものと想定で

きる為、ヘッジの有効性の判定は省

略しております。 

  



  

  

項目 
前事業年度

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

７ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。 

 同 左 

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。 

消費税等の会計処理 

同 左 



(会計処理の変更) 
    

 (表示方法の変更) 

  

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6

号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、472,793

千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の「純資産の部」については、改正

後の財務諸表等規則により作成しております。 

  

（ストック・オプション等に関する会計基準等） 

当事業年度から「ストック・オプション等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第８号）及び「ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第11号）を

適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

  

  

  

  

― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

― 

  

  

  

  

  

  

― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

― 

  

  

  

  

  

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11

日 実務対応報告第19号）を適用しております。 

前事業年度まで損益計算書及びキャッシュ・フロー

計算書において表示しておりました「新株発行費」は

当事業年度より「株式交付費」とし、それぞれを表示

しております。 

これによる当事業年度の財務諸表への損益に与える

影響はありません。 

  

（固定資産の減価償却方法の変更） 

平成19年度の法人税法の改正（（所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及

び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年

３月30日 政令第83号））に伴い、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産については、改正後の法

人税法に基づく方法に変更しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

  （貸借対照表） 



  

(追加情報) 

  

  

次へ 

  
― 

  
  
  
  
（損益計算書） 

前事業年度まで区分掲記しておりました「旅費交通

費」（当事業年度13,653千円）、「地代家賃」（当事業

年度11,587千円）は、それぞれ販売費及び一般管理費の

100分の5以下となったため、「その他」に含めて表示す

ることに変更しました。 

前事業年度まで「その他」に含めて表示しておりまし

た「たな卸資産評価損」（前事業年度1,746千円）は、

営業外費用の100分の10超となったため、当事業年度よ

り区分掲記することといたしました。 

前事業年度まで「その他」に含めて表示しておりまし

た「敷金・保証金」（前事業年度222千円）は、資産の

部の合計額の100分の1超となったため、当事業年度より

区分掲記することといたしました。 

  

（損益計算書） 

前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」に

含めて表示しておりました「旅費交通費」（前事業年度

13,653千円）、「広告宣伝費」（前事業年度10,179千

円）「地代家賃」（前事業年度11,587千円）は、それぞ

れ販売費及び一般管理費の100分の5超となったため、当

事業年度より区分掲記することといたしました。 

前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示

しておりました「投資不動産賃貸費用」（前事業年度

2,036千円）は営業外費用の100分の10超となったため当

事業年度より区分掲記することといたしました。 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

（有形固定資産の利用目的の変更） 
前事業年度まで有形固定資産「建物」「土地」に表

示しておりました不動産の一部の利用目的を変更した
ため、当事業年度より投資その他の資産「投資不動
産」として表示することにしました。なお、「投資不
動産」として表示することにした「建物」は7,075千
円、「土地」は45,578千円であります。 

また、利用目的を変更した不動産にかかる減価償却

費は前事業年度まで販売費及び一般管理費に含めて表

示しておりましたが、当事業年度より営業外費用とし

て表示することにしました。営業外費用とした減価償

却費は348千円であり、「その他」に含めて表示して

おります。 

― 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

前事業年度 
(平成18年６月30日) 

当事業年度
(平成19年６月30日) 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

未払金 1,466千円

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

前払費用 115千円

※２ 担保に供している資産 

   これらは、長期借入金183,889千円*の担保に供し

ております。 

   (*長期借入金145,173千円及び一年内返済予定の

長期借入金38,716千円) 

建物 28,590千円

土地 90,276千円

投資不動産 108,800千円

計 227,668千円

※２ 担保に供している資産 

   これらは、長期借入金146,185千円*の担保に供し

ております。 

   (*長期借入金106,457千円及び一年内返済予定の

長期借入金39,728千円) 

建物 60,750千円

土地 90,276千円

投資不動産 106,526千円

計 257,553千円

― 

※３ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。 

   なお、当期末日が金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま

す。 

受取手形 5,473千円



(損益計算書関係) 

  

  

(株主資本等変動計算書関係) 

  

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日）  

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

(注)1. 当事業年度において増加しているものは、平成18年5月9日開催の臨時株主総会決議に基づいております。 

(注)2. 当事業年度において減少しているものは、当社退職により権利を喪失したものです。 

  

３ 配当に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は以下の通りであります。 

一般管理費 12,324千円

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は以下の通りであります。 

一般管理費 10,563千円

※２ 製品他勘定振替高の内容は、次の通りでありま

す。 

アフターメンテナンス費 2,063千円

※２ 製品他勘定振替高の内容は、次の通りでありま

す。 

器具工具備品 △1,889千円

  ※３ 固定資産除却損の内容は、次の通りであります。 

建物 5,531千円

建物等解体費用 4,460

  
前事業年度末株式数

(株) 
当事業年度増加株式数

(株) 
当事業年度減少株式数

(株) 
当事業年度末株式数

(株) 

発行済株式数        

普通株式 21,120 ― ― 21,120

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の目

的となる株式の

種類 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 
当事業年度末残

高(千円) 前事業

年度末 
当事業

年度増加 
当事業

年度減少 
当事業 
年度末 

提出会社 
ストックオプショ

ンとしての新株予

約権 
普通株式 3,730 700 217 4,213 14,052



当事業年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日）  

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加2,000株は、公募による新株の発行による増加であります。 

  

２ 自己株式の種類及び総数に関する事項 

(注) 当事業年度において増加しているものは、平成18年10月10日開催の取締役会決議に基づいております。 

  

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

(注)1 当事業年度において、減少している新株予約権は、当社退職により権利を喪失したものです。 

(注)2 当該新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

４ 配当に関する事項 

  (1) 配当金支払額 

   該当事項はありません。 

  (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当効力発生日が翌事業年度となるもの 

次のとおり、決議いたしました。 

  

  

前へ   次へ 

  
前事業年度末 
株式数(株) 

当事業年度 

増加株式数(株) 

当事業年度 
減少株式数(株) 

当事業年度末

株式数(株) 

発行済株式数        

普通株式 21,120 2,000 ― 23,120

  
前事業年度末 
株式数(株) 

当事業年度 

増加株式数(株) 

当事業年度 

減少株式数(株) 
当事業年度末 
株式数(株) 

自己株式         

普通株式 ― 350 ― 350 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の目

的となる株式の

種類 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当事業年度
末残高 
(千円) 

前事業

年度末 
当事業年度

増加 
当事業年度

減少 
当事業 
年度末 

提出会社 

ストックオプション

としての新株予約権

（第１回）(注)1 
普通株式 3,513 ― 50 3,463 13,852

ストックオプション

としての新株予約権

（第２回）(注)2 
普通株式 700 ― 70 630 ―

合計 ― 4,213 ― 120 4,093 13,852

決議 
株式の 

種類 

配当金の 

総  額 
配当の原資 

1株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成19年９月26

日定時株主総会 
普通株式 11,385千円 利益剰余金 500円 

平成19年６月30

日 

平成19年９月27

日 



(キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

(リース取引関係) 

  

  

(有価証券関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

  

現金及び預金 207,241千円

 現金及び現金同等物 207,241千円

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金 421,924千円

 現金及び現金同等物 421,924千円

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

前事業年度 
(平成18年６月30日) 

当事業年度
(平成19年６月30日) 

  

保有している有価証券がないため、 

該当事項はありません。 

  

  

保有している有価証券がないため、 

該当事項はありません。 

  



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

  

２ 取引の時価等に関する事項 

  

  

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

(1) 取引の内容 

   利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ

取引であります。 

(1) 取引の内容 

   同左 

(2) 取引に対する取組方針 

   借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別

契約毎に行っております。 

(2) 取引に対する取組方針 

   同左 

(3) 取引の利用目的 

   借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っております。 

(3) 取引の利用目的 

   同左 

(4) 取引に係るリスクの内容 

   金利スワップ取引は、市場金利の変更によるリス

クを有しております。 

   なお、当該取引先は高格付けを有する金融機関に

限定しているため、信用リスクは殆どないと判断し

ております。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

   同左 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

   金利スワップ取引の実施にあたっては、管理部で

決定された範囲内で、代表取締役社長の決裁によ

り、管理部長が実行しております。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

   金利スワップ取引の実施にあたっては、財務部で

決定された範囲内で、代表取締役社長の決裁によ

り、財務部長が実行しております。 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

 ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップは特例処理を

採用しているため記載しておりません。 

   同左 



(退職給付関係) 

  

  

前へ   次へ 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

   確定給付型の制度として、退職一時金制度を設け

ており、また、中小企業退職共済制度に加入してお

ります。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  同左 

２ 退職給付債務に関する事項 

   退職給付引当金は、簡便法により、退職金規程に

基づく期末自己都合要支給額より中小企業退職共済

制度から支給される額を控除した額を計上しており

ます。 

イ 退職金規程に基づく 
  期末自己都合要支給額 

14,818千円

ロ 中小企業退職共済制度から 
  支給される額 

2,428 

ハ 退職給付引当金 12,389 

２ 退職給付債務に関する事項 

   退職給付引当金は、簡便法により、退職金規程に

基づく期末自己都合要支給額より中小企業退職共済

制度から支給される額を控除した額を計上しており

ます。 

イ 退職金規程に基づく
  期末自己都合要支給額 

15,786千円

ロ 中小企業退職共済制度から
  支給される額 

1,827 

ハ 退職給付引当金 13,959 

３ 退職給付費用に関する事項 

   中小企業退職共済制度については、拠出額を退職

給付費用として処理しております。 

イ 期末自己都合要支給額に基づく 
  繰入額 

3,016千円

ロ 中小企業退職共済制度への 
  拠出額 

180 

ハ 退職給付費用(イ＋ロ) 3,196 

３ 退職給付費用に関する事項 

   中小企業退職共済制度については、拠出額を退職

給付費用として処理しております。 

イ 期末自己都合要支給額に基づく
  繰入額 

5,152千円

ロ 中小企業退職共済制度への
  拠出額 

180 

ハ 退職給付費用(イ＋ロ) 5,332 



(ストック・オプション関係) 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

１．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1)ストックオプションの内容 

  

  

  第１回新株予約権 第２回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役    6名 

関係会社取締役  3名 

当社顧問     2名 

当社従業員    24名 

外部パートナー  1名 

当社取締役    3名 

当社従業員     4名 

ストックオプション数 普通株式 3,730株 普通株式 700株 

付与日 平成16年12月24日 平成18年５月９日 

権利確定条件 

新株予約権の割当を受けた者

は権利行使時において、当社

の役員、従業員（子会社の役

員又従業員を含む）又は社外

協力者の地位にあることを要

する。その他の細目について

は、平成16年12月９日の取締

役会決議に基づき、当社と対

象役員、対象従業員又は対象

社外協力者との間で締結する

「新株予約権割当契約書」に

定めるものとする。 

新株予約権の割当を受けた者

は権利行使時において、当社

の役員、従業員（子会社の役

員又従業員を含む）の地位に

あることを要する。但し、任

期満了、定年退職、会社都合

によりその地位を喪失した場

合を除く。その他の細目につ

いては、平成18年５月９日の

臨時株主総会及び取締役会決

議に基づき、当社と対象役

員、対象従業員との間で締結

する「新株予約権割当契約

書」に定めるものとする。 

対象勤務期間 
自 平成16年12月24日 

至 平成18年７月７日 

自 平成18年５月９日 

至 平成20年５月９日 

権利行使期間 
自 平成16年12月25日 

至 平成19年12月24日 

自 平成20年５月10日 

至 平成25年５月９日 



(2)ストックオプションの規模及びその変動状況 

  前事業年度（平成18年６月期）において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプション数

については、株式数に換算して記載しております。 

 ①ストックオプションの数 

  

 ②単価情報 

  

２．ストックオプションの公正な評価単価の見積方法 

当社が平成18年５月９日に付与したストックオプションについて、公正な評価単価を本源的価値により算

定しております。なお、本源的価値は以下のとおりです。 

算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額を下回っていることから本源的価値はゼロと

なり、ストックオプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。 

  

  第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利確定前 （株） 

 前期末 

 付与 

 失効 

 権利確定 

 未確定残 

権利確定後 （株） 

前期末 

 権利確定 

 権利行使 

 失効 

 未行使残 

  

3,680 

― 

167 

― 

3,513 

  

― 

― 

― 

― 

― 

  

  

700 

― 

― 

700 

  

― 

― 

― 

― 

― 

  第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利行使価格 88,000 160,000 

行使時平均株価 ― ― 

付与日における公正な評価単価 ― ― 

(1)当社の株式の評価額 

平成18年３月31日時点の1株当たり純資産額による評価額 

  
20,881 

  
円 

(2)新株予約権の行使時の払込金額 160,000 円 



当事業年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

１．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1)ストックオプションの内容 

  

  

  第１回新株予約権 第２回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役    6名 

関係会社取締役  3名 

当社顧問     2名 

当社従業員    24名 

外部パートナー  1名 

当社取締役    3名 

当社従業員     4名 

ストックオプション数 普通株式 3,730株 普通株式 700株 

付与日 平成16年12月24日 平成18年５月９日 

権利確定条件 

新株予約権の割当を受けた者

は権利行使時において、当社

の役員、従業員（子会社の役

員又従業員を含む）又は社外

協力者の地位にあることを要

する。その他の細目について

は、平成16年12月９日の取締

役会決議に基づき、当社と対

象役員、対象従業員又は対象

社外協力者との間で締結する

「新株予約権割当契約書」に

定めるものとする。 

新株予約権の割当を受けた者

は権利行使時において、当社

の役員、従業員（子会社の役

員又従業員を含む）の地位に

あることを要する。但し、任

期満了、定年退職、会社都合

によりその地位を喪失した場

合を除く。その他の細目につ

いては、平成18年５月９日の

臨時株主総会及び取締役会決

議に基づき、当社と対象役

員、対象従業員との間で締結

する「新株予約権割当契約

書」に定めるものとする。 

対象勤務期間 
自 平成16年12月24日 

至 平成18年７月７日 

自 平成18年５月９日 

至 平成20年５月９日 

権利行使期間 
自 平成16年12月25日 

至 平成19年12月24日 

自 平成20年５月10日 

至 平成25年５月９日 



(2)ストックオプションの規模及びその変動状況 

  当事業年度（平成19年６月期）において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプション数

については、株式数に換算して記載しております。 

 ①ストックオプションの数 

  

 ②単価情報 

  

２．ストックオプションの公正な評価単価の見積方法 

当社が平成18年５月９日に付与したストックオプションについて、公正な評価単価を本源的価値により算

定しております。なお、本源的価値は以下のとおりです。 

算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額を下回っていることから本源的価値はゼロと

なり、ストックオプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。 

  

  第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利確定前 （株） 

 前期末 

 付与 

 失効 

 権利確定 

 未確定残 

権利確定後 （株） 

前期末 

 権利確定 

 権利行使 

 失効 

 未行使残 

  

3,513 

― 

― 

3,513 

― 

  

― 

3,513 

― 

50 

3,463 

  

700 

― 

70 

― 

630 

  

― 

― 

― 

― 

― 

  第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利行使価格 88,000 160,000 

行使時平均株価 ― ― 

付与日における公正な評価単価 ― ― 

(1)当社の株式の評価額 

平成19年６月30日時点の1株当たり純資産額による評価額 

  
31,763 

  
円 

(2)新株予約権の行使時の払込金額 160,000 円 



(税効果会計関係) 

  

  

(持分法損益等) 

  

  

前へ     

前事業年度 
(平成18年６月30日) 

当事業年度
(平成19年６月30日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

 棚卸資産評価損 6,556千円

 未払事業税 4,941 

 退職給付引当金 5,042 

 その他 12 

 繰延税金資産の合計額 16,553 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

 棚卸資産評価損 9,594千円

 未払事業税 1,216 

 退職給付引当金 5,681 

 その他 ― 

 繰延税金資産の合計額 16,492 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため

注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため

注記を省略しております。 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

  

関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

  

関連会社がないため、該当事項はありません。 

  



【関連当事者との取引】 

前事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)１ 当社のリース契約について、債務保証を受けているものであります。なお、保証料の支払い及び担保の提供は行っておりま

せん。 

２ 事務所および備品等の賃借を行っているものであります。 

３ 一般的な市場価格を勘案し、取引価格を決定しております。 

４ 取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

２ 役員及び個人主要株主等 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)１ 当社の借入金およびリース契約について、債務保証を受けているものであります。なお、保証料の支払いおよび担保の提供

は行っておりません。 

  ２ 取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

属性 会社等の 
名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の直接 
被所有 
割合(％) 

関係内容 

取引の内容
取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 
(名) 

事業上
の関係 

親会社 ㈱フォト 
ニクス 

東京都 
新宿区 1,221,352 投資業 64.5 ― ―

精密計測機
器等の販売
(注)3 

32,407 ― ―

コンサルテ
ィ ン
グ 

(注)3 

24,000 ― ―

賃借料等の
支払い(注)2

20,262 未払金 1,418

水道光熱費
等の支払い
(注)3 

4,156 未払金 47

被債務保証
(注)1 699 ― ―

属性 会社等の 
名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の直接 
被所有 
割合(％) 

関係内容 
取引の内容

取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

役員 嶋本篤 ― ― 当社代表取
締役 0.5 ― ― 被債務保証

(注)1 111,726 ― ―



当事業年度(自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)１ 当社のリース契約について、債務保証を受けているものであります。なお、保証料の支払い及び担保の提供は行っておりま

せん。 

２ 事務所および備品等の賃借を行っているものであります。 

３ 一般的な市場価格を勘案し、取引価格を決定しております。 

４ 取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

２ 役員及び個人主要株主等 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)１ 当社の借入金およびリース契約について、債務保証を受けているものであります。なお、保証料の支払いおよび担保の提供

は行っておりません。 

  ２ 取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

属性 会社等の 
名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の直接 
被所有 
割合(％) 

関係内容 

取引の内容
取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 
(名) 

事業上
の関係 

その他
の関係
会社 

㈱フォト 
ニクス 

東京都 
新宿区 1,221,352 投資業 24.73 ― ―

賃借料等の
支払い 
(注)2 

  
6 
  

― ―

水道光熱費
等の支払い
(注)3 

1,086 ― ―

被債務保証
(注)1 326 ― ―

属性 会社等の 
名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の直接 
被所有 
割合(％) 

関係内容 
取引の内容

取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

役員 嶋本篤 ― ― 当社代表取
締役 0.4 ― ― 被債務保証

(注)1 54,544 ― --



(１株当たり情報) 

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

２ １株当たり当期純利益 

  

項目 
前事業年度

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

１株当たり純資産額 22,386円08銭 31,763円57銭 

１株当たり当期純利益 3,993円93銭 2,582円95銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、新株予約権

の残高がありますが、当社株式は非

上場かつ非登録であり、期中平均株

価が把握できないため記載しており

ません。 

2,582円84銭 

項目 
前事業年度

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額 (千円) 486,845 737,108 

普通株式に係る純資産額(千円) 472,793 723,256 

貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり純

資産額の算定に用いられた普通株式に係る事業年

度末の純資産の額との差額の主な内訳(千円) 

 新株予約権 

  

  

  

14,052 

  

  

  

13,852 

普通株式の発行済株式数(株) 21,120 23,120 

普通株式の自己株式数(株) ― 350 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株) 

21,120 22,770

項目 
前事業年度

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

損益計算書上の当期純利益 (千円) 84,351 59,048 

普通株式に係る当期純利益 (千円) 84,351 59,048 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式の期中平均株式数(株) 21,120 22,861 

当期純利益調整額（千円） ― ― 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式増加数の主要な内訳(株) 

 新株予約権 
― 1 

普通株式増加数(株) ― 1 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要 

新株予約権2種類
(新株予約権の数 4,213個) 

新株予約権1種類 
  (新株予約権の数  700個) 



(重要な後発事象) 

  

  

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

当事業年度
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

（重要な株券の発行） 

平成18年６月８日及び平成18年６月16日並びに平成18

年６月27日開催の取締役会において、下記のとおり新株

式の発行及び売出し（ブックビルディング方式）の決議

を行いました。 

当該新株発行の内容は下記のとおりであります。 

  

(1) 公募による新株式発行の払い込みを平成18年７月６

日に完了いたしました。 

発行新株式数   普通株式        2,000株 

発行価格     １株につき     125,000円 

引受価額     １株につき     113,750円 

発行価額     １株につき      93,500円 

発行価額の総額        187,000,000円 

資本組入額    １株につき      56,875円 

資本組入額の総額       113,750,000円 

  資金の使途    設備投資、借入金の返済及び運

転資金に充当する予定であり

ます。 

(2) 引受人の買取引受による売出し 

売出数      普通株式        1,000株 

売出価格     １株につき     125,000円 

売出価額の総額        125,000,000円 

  

― 



⑤ 【附属明細表】 

  

【有価証券明細表】 

該当事項はありません。 

  

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【有形固定資産等明細表】 

  

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

資産の種類 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産               

 建物 75,218 51,673 9,970 116,921 28,739 8,035 88,181 

 構築物 2,047 1,500 ― 3,547 993 299 2,553 

 機械及び装置 26,908 6,000 ― 32,908 22,536 1,983 10,372 

 車両運搬具 428 ― ― 428 404 14 24 

 工具器具及び備品 44,553 11,215 181 55,587 40,862 5,172 14,725 

 土地 90,276 ― ― 90,276 ― ― 90,276 

 建設仮勘定 4,025 52,736 55,774 987 ― ― 987 

有形固定資産計 243,458 123,125 65,926 300,657 93,536 15,506 207,121 

無形固定資産               

ソフトウェア 1,634 ― ― 1,634 1,406 117 227 

 ソフトウェア仮勘定 ― 21,121 ― 21,121 ― ― 21,121 

無形固定資産計 1,634 21,121 ― 22,756 1,406 117 21,349 

長期前払費用 3,333 ― 1,999 1,333 ― ― 1,333 

投資不動産 112,384 ― ― 112,384 5,857 2,273 106,526 

資産の種類 内容 金額（千円） 

建物 長野工場 新設 44,761

  本社 移転内装工事 6,911

構築物 長野工場 新設 1,500

機械装置 長野工場 製造設備 6,000

工具器具備品 長野工場 製造設備等 1,392

  精密計測事業 デモ機 646

  光計測事業 改良型OTF検査装置 3,858

  情報機器事業 製造設備 820

  本社 パソコン等の事務機器等 4,497

     

     

資産の種類 内容 金額（千円） 

建設仮勘定 パソコン等の事務機器等 708

  新型変位計の開発等 1,154

  光計測事業 OTF測定装置改修 2,298

  長野工場 新設 48,574



当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 

  

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。 

  

  

  

【引当金等明細表】 

  該当事項はありません。 

  

ソフトウエア仮勘定 基幹システム 21,121

資産の種類 内容 金額（千円） 

建物 長野工場 新設 9,700

  本社 移転原状回復工事 270

工具器具備品 長野工場 製造設備 115

  本社 パソコン等の事務機器 66

建設仮勘定 光計測事業 改良型OTF検査装置 2,298

  光計測事業 測定装置改修 4,025

  長野工場 新設 48,574

  新型変位計の開発等 875

長期前払費用 データ伝送機器販売権 前払費用に振替 1,999

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期末残高
(千円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 40,000 ― ― ― 

１年以内返済予定の長期借入金 45,316 76,878 3.020 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

152,623 199,807 3.049 
平成20年9月1日～ 
平成23年7月31日 

合計 237,939 276,685 ― ― 

区分 
１年超２年以内 

(千円) 
２年超３年以内

(千円) 
３年超４年以内

(千円) 
４年超５年以内 

(千円) 

長期借入金 69,566 68,716 59,025 2,500 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

ａ 現金及び預金 

  

  

ｂ 受取手形 

イ 相手先別内訳 

  

  

ロ 期日別内訳 

  

区分 金額(千円) 

現金 247 

預金   

普通預金 381,676 

定期預金 40,000 

計 421,676 

合計 421,924 

相手先 金額(千円) 

㈱東京精密 41,757 

朝日分光㈱ 36,156 

協立電機㈱ 15,505 

日本セラテック㈱ 8,327 

㈱猪原商会 6,000 

その他 27,157 

計 134,905 

期日別 金額(千円) 

 平成19年６月 5,473 

平成19年７月 25,555 

 平成19年８月 18,265 

 平成19年９月 52,497 

 平成19年10月 25,140 

 平成19年11月 7,973 

計 134,905 



ｃ 売掛金 

イ 相手先別内訳 
  

  

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 
  

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

ｄ 商品 
  

  

ｅ 製品 
  

  

相手先 金額(千円) 

日本光電工業㈱ 13,906 

㈱東京精密 10,355 

協立電機㈱ 9,037 

㈱トプコン 8,494 

㈱ナ・デックス 7,089 

その他 40,743 

計 89,626 

期首残高(千円) 
  

(Ａ) 

当期発生高(千円)
  

(Ｂ) 

当期回収高(千円)
  

(Ｃ) 

当期末残高(千円)
  

(Ｄ) 

回収率(％)
  

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日) 
(Ａ)＋(Ｄ) 

２ 
(Ｂ) 
365 

222,123 812,773 945,270 89,626 91.34 70.0 

区分 金額(千円) 

精密計測センサ 1,117 

光計測装置 9,908 

動画及びデータ伝送装置 5,146 

計 16,171 

区分 金額(千円) 

精密計測センサ 1,645 

光計測装置 2,306 

動画及びデータ伝送装置 5,794 

計 9,745 



ｆ 原材料 

  

  

ｇ 半製品及び仕掛品 

  

  

区分 金額(千円) 

精密計測センサ関連部品 38,073 

光計測装置関連部品 1,091 

動画及びデータ伝送装置関連部品 5,571 

計 44,736 

区分 金額(千円) 

精密計測センサ 3,993 

光計測装置 19,745 

計 23,738 



② 負債の部 

ａ 買掛金 

  

  

ｂ 未払法人税等 

  

  

  

相手先 金額(千円) 

東洋電子㈱ 13,331 

ジャパンフォーカス㈱ 11,186 

大和電機工業㈱ 8,294 

キングパーツ㈱ 4,704 

新栄産業㈱ 3,754 

その他 22,131 

計 63,401 

区分 金額(千円) 

未払法人税 6,702 

未払住民税 1,890 

未払事業税 2,989 

計 11,583 



(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

  

  

事業年度 7月1日から6月30日まで 

定時株主総会  9月中 

基準日  6月30日 

株券の種類  １株券、10株券 

剰余金の配当の基準日 ６月30日 

１単元の株式数   ― 

株式の名簿書換え   

  取扱場所 東京都港区芝三丁目３３番１号  中央三井信託銀行株式会社 本店 

  株主名簿管理人 東京都港区芝三丁目３３番１号  中央三井信託銀行株式会社 

  取次所 
中央三井信託銀行株式会社   全国各支店
日本証券代行株式会社 本店・全国各支店 

  名簿書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

公告掲載方法 日本経済新聞 

株主に対する特典 なし 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社は証券取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第５期(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日)平成18年９月27日関東財務局長に提出。 

(2) 半期報告書 

事業年度 第６期中(自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日)平成19年３月30日関東財務局長に提出。 

(3) 自己株券買付状況報告書 

  平成18年11月６日、平成18年12月８日、平成19年１月９日、平成19年２月９日、平成19年３月９日、平成19年４月

９日、平成19年５月９日関東財務局長に提出。 

(4) 臨時報告書 

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号(親会社及び主要株主の異動)の規定に基づく臨

時報告書を平成19年７月27日関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成18年９月27日

株式会社ナノテックス 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ナノテックスの平成17年７月１日から平成18年６月30日までの第５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ナノテックスの平成18年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

1. 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準を適用している

ため、当該会計基準により財務諸表を作成している。 

2. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年６月８日及び平成18年６月16日並びに平成18年６月27

日開催の取締役会において、新株式の発行を決議し、平成18年７月６日に払込が完了した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

優成監査法人 

代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士  加  藤  善  孝  ㊞ 

業務執行社員   公認会計士  宮  崎     哲  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成19年９月27日

株式会社ナノテックス 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ナノテックスの平成18年７月１日から平成19年６月30日までの第６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ナノテックスの平成19年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

優成監査法人 

代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士  加  藤  善  孝  ㊞ 

業務執行社員   公認会計士  宮  崎     哲  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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